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岸

俊

男

　
【
要
約
】
　
正
倉
院
文
書
の
な
か
に
近
江
尊
志
何
郡
古
市
郷
（
現
在
の
大
津
市
南
部
）
に
住
ん
だ
大
友
但
波
史
族
吉
備
麻
呂
の
家
族
の
計
帳
手
実
九
通
の

断
簡
が
現
存
し
て
い
る
。
そ
れ
は
神
亀
元
年
か
ら
天
平
十
四
年
ま
で
前
後
約
二
十
年
間
に
断
続
し
て
い
る
が
、
同
一
家
族
の
変
遷
を
籍
帳
上
に
た
ど
り
う

る
唯
一
の
史
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
計
帳
手
実
の
基
礎
的
考
察
と
し
て
、
そ
の
紙
背
に
書
か
れ
た
造
石
山
寺
所
関
係
文
書
の
検
討

を
通
じ
て
、
ま
ず
断
簡
配
列
の
復
原
を
試
み
、
つ
い
で
そ
れ
ら
計
帳
季
実
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
経
路
と
国
情
に
よ
っ
て
造
石
由
寺
所
で
利
用
さ
れ
る
に

泊
っ
た
か
を
推
測
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
右
の
計
帳
手
実
は
但
波
野
備
麻
酷
が
石
山
奪
増
築
工
事
に
関
係
し
た
た
め
、
直
接
造
石
由
寿

所
に
入
り
、
そ
こ
で
天
平
宝
字
六
年
七
月
末
ご
ろ
反
故
紙
と
し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
計
帳
手
実
が
造
石
山
殺
所
に
入
っ
た
事
情

に
つ
い
て
も
三
つ
の
試
案
を
提
貸
し
た
が
、
そ
れ
は
計
帳
手
実
一
般
の
闇
題
に
も
つ
な
が
る
。
　
　
　
　
　
　
史
林
　
四
八
巻
六
号
　
一
九
六
五
年
＝
月

一

　
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
文
書
）
』
一
・
二
に
は
「
近
江
国
処
何
郡
計
帳
扁

と
題
し
た
九
通
の
文
書
が
、
神
亀
元
・
同
二
、
天
平
一
7
6
・
同
等
・
製
糖
・
同

四
・
黒
餅
・
同
六
・
同
十
四
の
各
年
に
分
っ
て
編
年
紋
載
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
一
類
の
文
書
は
い
ず
れ
も
近
江
国
里
何
郡
古
巣
郷
大
友
但
波
史
族
吉
備
麻

呂
の
関
係
す
る
戸
の
計
帳
手
実
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
正
倉
院
文
書
中

に
は
か
な
り
多
く
の
奈
良
時
代
の
戸
籍
∵
計
帳
が
遺
存
し
て
い
る
が
、
同
一

戸
あ
る
い
は
同
一
戸
口
に
つ
い
て
の
年
次
を
異
に
す
る
籍
帳
記
載
は
他
に
遺

例
を
み
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
九
通
の
文
書
は
、
早
く
石
母
田
正
氏
が
「
古
代

家
族
の
年
代
記
」
と
名
付
け
て
そ
の
古
代
家
族
研
究
に
史
料
と
し
て
援
用
し

　
　
①

て
以
来
、
人
び
と
の
注
視
す
る
と
こ
ろ
ど
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら

数
年
次
に
わ
た
る
計
帳
華
実
は
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
名
前
の
み
え
る
大
友
但

波
史
族
吉
備
風
習
を
対
象
と
し
て
、
あ
る
必
要
か
ら
一
括
さ
れ
、
後
然
る
べ

き
過
程
を
へ
て
紙
背
が
利
用
さ
れ
、
そ
の
裏
文
書
が
正
倉
院
に
保
存
さ
れ
た

た
め
偶
然
今
欝
ま
で
伝
存
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
吉
備

麻
呂
お
よ
び
そ
の
家
族
は
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
か
ら
天
平
十
四
年
（
七
四
二
）

に
至
る
前
後
十
九
年
の
間
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
興
味
あ
る
変
動
を
示
し
て
い
る
。
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ま
ず
神
亀
元
年
に
吉
備
麻
呂
（
三
十
四
歳
）
は
藤
原
卿
の
職
分
唐
人
広
島
譲

（
三
十
六
歳
）
の
戸
に
弟
と
し
て
記
載
さ
れ
、
彼
に
は
叫
号
以
君
製
麻
須
売

（
三
十
六
歳
）
と
豊
玉
売
（
十
六
歳
）
・
阿
遊
撃
売
（
十
一
歳
・
養
老
五
年
逃
）
・

伊
夜
斜
影
（
九
歳
）
の
三
人
の
娘
が
あ
っ
た
。
つ
い
で
翌
神
灯
二
年
に
は
こ

の
妻
と
三
女
と
と
も
に
房
戸
と
し
て
記
載
さ
れ
、
彼
は
房
戸
主
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
る
に
三
年
の
間
隔
を
置
い
た
天
平
元
年
に
な
る
と
、
吉
備
津
湯
は

郷
戸
主
と
な
っ
て
一
戸
を
設
立
す
る
が
、
そ
の
戸
口
は
新
し
い
二
上
村
主
諸

立
売
（
三
十
九
歳
）
と
、
今
ま
で
名
前
の
み
え
な
か
っ
た
娘
佐
美
売
（
八
歳
）
、

お
よ
び
先
妻
と
の
間
の
娘
と
み
ら
れ
る
前
掲
の
前
夜
玉
池
・
虫
玉
売
、
そ
れ

に
寄
口
大
田
史
多
久
米
（
四
十
二
歳
）
の
家
族
七
人
と
同
じ
く
寄
“
三
上
部
阿

閑
（
四
十
七
歳
）
の
蒙
族
八
人
、
妻
諸
足
売
の
碑
一
人
の
計
二
十
一
人
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
。
こ
の
家
族
構
成
は
天
平
六
年
に
至
る
ま
で
殆
ん
ど
変
ら
な
い
が
、
天
平
十

四
年
手
実
に
至
る
と
ま
た
大
き
な
変
化
を
示
す
。
す
な
わ
ち
吉
備
麻
呂
は
佐

温
品
：
虫
玉
売
の
二
人
の
娘
を
連
れ
て
、
再
び
あ
る
戸
の
戸
口
と
な
り
、
戸

主
の
弟
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
手
翰
は
前
群
で
あ
り
、
神
亀
当
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
広
麻
呂
の
戸
の
構
成
と
か
な
り
変
っ
て
い
る
の
で
断
定
は
で
き
な
い
が
、

多
分
再
び
広
麻
呂
の
戸
に
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
は
右
の
よ
う
な
興
味
深
い
変
動
が
古
代
家
族
論
の
上
で
ど
の
よ
う

な
意
味
を
も
つ
か
の
探
究
は
ま
ず
さ
し
置
、
い
て
、
問
題
を
提
起
し
て
い
る
九

通
の
計
帳
手
鍵
に
つ
い
て
基
礎
的
な
考
察
を
少
し
蕎
な
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

と
い
う
の
は
こ
れ
ら
の
文
書
は
重
要
な
史
料
で
あ
り
な
が
ら
、
各
手
実
が
ど

う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
ど
う
い
う
状
態
で
正
倉
院
文
書
中
に
残
っ

て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
な
ぜ
但
波
吉
備
麻
呂
に
関
係
す
る
戸
の
計
帳
手
旗
が

こ
う
い
う
よ
う
に
何
物
も
遺
存
し
た
の
か
な
ど
と
い
う
点
に
関
し
て
は
最
近

ま
で
全
く
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
問
題
は
、

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
な
古
代
家
族
研
究
の
史
料
と
し
て
こ
の
文
書
を
卜
う
る

場
合
に
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問

題
で
あ
る
。
私
は
さ
き
に
古
代
鱗
帳
研
究
の
一
端
と
し
て
正
倉
院
文
書
の
衰

裏
関
係
の
調
査
を
始
め
た
が
、
そ
の
過
程
で
大
部
分
の
画
帳
の
裏
が
天
平
十

五
年
か
ら
勝
宝
初
年
ま
で
の
闘
に
金
光
明
寺
写
経
所
で
利
用
さ
れ
た
の
に
対

し
て
、
こ
の
九
通
の
手
実
は
近
江
の
造
石
山
専
贋
で
反
故
と
し
て
紙
背
を
利

用
さ
れ
た
こ
と
に
着
激
し
、
ま
た
裏
文
書
の
復
原
に
関
し
て
も
こ
の
手
実
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

史
料
的
性
格
に
あ
る
種
の
示
竣
が
え
ら
れ
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
た
ま
た
ま

そ
の
こ
ろ
竹
内
理
三
氏
を
代
表
者
と
し
て
「
臼
唐
羅
戸
籍
計
帳
の
基
礎
的
研

究
扁
が
行
わ
れ
、
正
倉
院
文
書
の
籍
帳
原
本
調
査
に
当
る
機
会
を
得
た
の
で
、

そ
の
際
こ
の
計
帳
手
実
を
挺
善
し
、
原
本
に
つ
い
て
の
詳
細
な
研
究
を
進
め

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
調
査
結
果
と
私
見
に
つ
い
て
の
概
略
は
す
で
に
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

一一

ﾌ
研
究
会
や
講
義
で
も
口
述
発
表
し
た
が
、
研
究
の
進
展
に
従
っ
て
な
お

細
部
に
再
調
査
を
必
要
と
す
る
箇
所
が
生
じ
た
り
、
そ
の
他
諸
種
の
蔀
惰
の

た
め
今
田
ま
で
論
考
と
し
て
公
謝
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
き
た
。
し
か
る
に
最
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遠
慮
砥
孝
氏
は
正
倉
院
文
書
の
造
石
由
寺
所
閣
係
文
書
を
綿
密
に
整
理
し
た

上
で
、
造
東
大
毒
司
関
係
の
財
政
を
交
易
と
い
う
面
か
ら
詳
細
に
研
究
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

そ
の
す
ぐ
れ
た
成
果
を
発
表
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
こ
の
計
帳
手
実
に
つ
い
て

も
補
註
で
簡
単
な
が
ら
適
確
な
説
明
を
舶
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
氏
。

の
所
説
は
私
見
に
近
く
、
ま
た
右
の
結
論
に
到
達
さ
れ
た
方
法
も
私
と
ほ
ぼ

岡
様
の
よ
う
で
あ
り
、
未
熟
な
従
来
の
私
の
見
解
の
ご
と
き
は
改
め
て
公
表

す
る
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
吉
田
氏
の
こ
の
計
帳
手
実
に
関

す
る
記
述
は
、
主
題
を
は
な
れ
た
問
題
で
あ
る
関
係
上
、
簡
単
な
指
摘
に
止
ま

っ
て
お
り
、
読
者
に
は
な
お
少
し
詳
し
い
説
明
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ

で
私
は
原
本
調
査
を
担
当
し
た
責
任
も
あ
り
、
さ
ら
に
氏
の
考
説
に
若
干
の

蛇
足
を
舶
え
る
余
地
も
あ
る
や
に
考
え
た
の
で
、
私
は
焦
点
を
計
帳
手
実
の

考
察
に
絞
っ
て
敢
え
て
蛇
足
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。
以
下
の
叙
述
に
は
氏

の
考
察
と
恐
ら
く
重
複
す
る
部
分
が
多
い
と
思
う
が
、
右
の
事
情
ゆ
え
私
な

り
に
説
明
を
加
え
て
行
く
こ
と
を
諒
と
さ
れ
た
い
。

　
①
　
石
塀
陽
腿
正
「
＋
R
代
家
族
の
形
成
過
程
」
　
（
『
社
会
経
済
史
学
』
十
・
ニ
ノ
六
）
。

　
②
　
天
平
三
年
か
ら
は
二
目
冒
療
疾
の
三
上
部
阿
閑
が
み
え
な
く
な
り
、
そ
の
女
美

　
　
努
久
売
は
天
平
元
年
隠
着
と
み
え
る
が
、
以
後
ま
た
不
明
で
再
び
天
平
六
年
に
現

　
　
わ
れ
る
。

　
③
天
平
十
四
年
に
み
え
る
男
子
齎
は
十
九
歳
で
あ
る
か
ら
、
本
来
な
ら
ば
神
亀
元
・

　
　
二
年
か
ら
す
で
に
広
麻
呂
の
男
の
中
に
み
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
④
拙
稿
「
籍
帳
備
考
二
題
」
（
『
国
史
論
集
（
　
）
』
所
収
）
に
お
い
て
指
摘
し
て

　
　
お
い
た
。

⑤
昭
漁
三
十
七
年
十
一
月
京
都
大
学
読
史
会
例
会
、
同
十
二
月
多
日
本
紀
研
究
会

　
例
会
な
ど
。
ま
た
『
日
本
歴
史
』
に
連
載
さ
れ
た
竹
内
理
三
・
井
上
光
貞
・
土
田

　
真
鎮
・
青
木
和
夫
・
池
田
温
諸
氏
の
「
輪
講
・
戸
令
戸
籍
計
帳
」
で
も
こ
の
手
実

　
に
貸
し
て
『
大
日
本
古
文
書
隔
に
未
収
の
紙
背
文
書
が
一
部
紹
介
さ
れ
た
（
『
艮
本

　
歴
史
』
一
五
三
）
。

⑥
吉
田
孝
「
律
令
時
代
の
交
易
」
（
『
溝
本
経
済
史
大
系
1
・
古
代
』
所
収
）
。

二

　
さ
て
『
大
零
本
古
文
書
』
の
編
者
は
既
述
の
よ
う
に
九
通
の
手
播
を
そ
れ

ぞ
れ
の
年
次
に
分
載
し
て
い
る
が
、
正
倉
院
文
書
で
は
実
は
十
一
断
簡
に
分

れ
て
い
る
。
ま
ず
九
断
簡
が
続
修
第
九
巻
に
収
め
ら
れ
て
そ
の
一
巻
を
構
成

し
、
残
り
二
断
簡
が
続
々
修
第
四
十
六
鉄
第
七
巻
と
第
四
十
七
秩
第
四
巻
に

入
っ
て
い
る
。
半
煮
第
九
巻
の
九
断
簡
は
間
に
白
紙
の
継
ぎ
紙
を
置
い
て
接

続
し
浮
言
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
便
宜
そ
の
九
断
簡
を
最
初
か
ら
順
に
A
・

B
・
C
↓
1
と
名
付
け
、
さ
ら
に
続
々
修
四
六
ノ
七
の
断
簡
を
～
、
続
々
修

四
七
ノ
四
の
断
簡
を
K
と
よ
ぷ
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
各
断
簡
の
現
状
に
つ
い

て
原
本
調
査
の
結
果
を
簡
単
に
摘
寵
し
て
お
こ
う
。
縦
・
横
の
単
位
は
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
。
縦
は
一
紙
の
右
端
、
横
は
上
端
の
寸
法
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

A
断
簡
（
続
修
九
）
縦
二
九
・
○
　
横
三
一
・
一
（
大
目
古
一
ノ
三
三
一
i
・
三
三
一
　
）

　
神
亀
二
年
（
推
定
）
計
帳
手
実
。
右
端
は
殆
ど
余
白
な
く
切
断
、
左
端
は

　
約
一
行
分
の
余
白
を
残
し
切
断
。
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3
断
簡
（
続
修
九
）
縦
二
九
∴
二
　
横
一
八
・
八
（
大
日
古
ニ
ノ
三
二
六
一
三
二
七
）

　
天
平
牽
四
年
（
推
定
）
計
帳
手
実
前
半
。
両
端
切
断
、
第
一
行
の
下
に
「
死

　
天
平
十
五
年
二
月
十
一
日
」
の
書
入
れ
が
あ
り
、
『
火
日
本
古
文
書
』
の

　
編
者
は
別
筆
と
す
る
が
、
む
し
ろ
本
文
と
同
筆
の
可
能
性
が
多
い
。

C
断
簡
（
続
修
九
）
縦
二
八
・
六
　
横
四
六
∴
一
（
大
日
古
一
ノ
六
一
一
一
i
六
二
二
）

　
天
平
六
年
目
推
定
）
計
帳
讃
唱
。
右
端
約
二
行
分
、
左
端
五
行
分
の
余
白

　
あ
り
、
紙
輻
よ
り
推
し
て
全
紙
か
。
全
文
同
筆
。

D
断
簡
（
無
理
九
）
縦
二
九
・
二
　
横
四
六
・
四
（
大
降
古
田
ノ
三
二
七
－
三
二
九
）

　
天
平
十
四
年
（
推
定
）
計
帳
無
実
後
半
。
B
断
簡
の
つ
ぎ
に
続
く
も
の
で

　
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
紙
。
両
断
簡
は
直
接
せ
ず
、
問
に
数
行
の
欠
行
が

　
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
裏
文
書
で
は
内
容
的
に
両
断
簡
は
直

　
接
す
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
紙
背
利
用
の
際
、
継
日
裏
書
が
邪

　
魔
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
部
分
を
切
り
落
し
て
改
め
て
継
ぎ
直
し
た
の
か

　
も
知
れ
な
い
。
B
断
簡
と
全
文
同
筆
。
最
左
端
に
一
箇
所
墨
付
が
あ
る
が
、

　
余
白
の
状
態
か
ら
は
こ
の
黍
実
の
記
載
は
こ
れ
で
完
結
し
て
い
る
よ
う
に

　
も
み
え
る
。

E
断
…
簡
第
一
紙
（
続
横
雨
）
縦
二
九
・
四
　
横
四
一
・
六
（
大
臼
古
一
ノ
三
九
一

　
…
三
九
二
）

　
天
平
二
年
計
帳
手
実
。
E
断
箇
は
全
紙
二
紙
が
接
続
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

　
右
の
方
を
第
一
紙
と
す
る
。
は
じ
め
に
「
天
平
二
年
六
月
帳
」
と
明
記
さ

　
れ
、
約
二
等
分
の
空
白
を
書
い
て
本
文
記
載
に
移
る
。
右
端
に
捌
紙
を
接

　
無
し
た
糊
あ
と
あ
り
、
左
端
は
殆
ど
余
白
な
く
、
第
一
紙
を
上
に
置
い
て

　
第
二
紙
に
貼
り
つ
が
れ
て
い
る
。
全
文
同
筆
。

猛
断
簡
第
二
紙
（
続
修
九
）
縦
二
八
・
八
　
横
四
七
・
五
（
大
日
古
一
ノ
三
八
七

　
一
三
八
九
）

　
天
平
元
年
（
推
定
）
計
帳
手
並
。
端
裏
書
（
『
大
B
本
古
文
審
』
継
目
裏
書
と
す
る

　
は
誤
り
）
に
か
な
り
大
き
く
「
志
何
郡
乎
実
」
と
あ
り
、
ま
た
第
一
行
に
「
古

　
市
郷
」
と
あ
っ
て
、
吉
備
麻
吊
関
係
の
戸
が
近
江
圏
志
何
郡
古
市
郷
に
あ

　
つ
た
こ
と
が
こ
れ
で
判
る
。
第
一
行
と
右
紙
端
の
問
に
約
二
行
分
の
空
白
、

　
第
二
・
第
三
行
間
に
一
行
の
空
白
、
最
終
行
か
ら
左
紙
鳶
ま
で
の
間
に
約

　
二
行
分
の
余
白
が
あ
る
。
全
文
同
筆
。

F
断
簡
（
続
鯵
九
）
縦
二
九
・
三
　
横
四
〇
・
二
（
大
臼
古
一
ノ
四
四
〇
i
四
閥
｝
）

　
天
平
三
年
計
帳
手
玉
。
懸
紙
端
よ
り
一
行
の
空
白
を
お
い
て
「
天
平
三
年

　
六
月
野
営
」
と
記
し
、
さ
ら
に
一
行
の
空
行
を
あ
け
て
本
文
記
載
に
移
る
。

　
最
終
行
は
余
白
な
く
尊
重
端
に
釜
る
が
、
横
界
線
の
状
況
お
よ
び
糊
あ
と

　
よ
り
推
し
て
、
こ
こ
で
一
紙
を
終
り
、
後
述
の
J
断
簡
は
別
紙
と
し
て
接

　
続
さ
れ
た
ら
し
い
。
墨
に
よ
っ
て
横
に
七
本
、
縦
は
は
じ
め
六
行
ほ
ど
に

　
界
線
を
引
く
。
全
文
同
筆
。

9
断
簡
（
続
鯵
九
）
縦
二
八
・
八
　
横
二
四
・
四
　
　
（
大
臼
古
一
ノ
五
〇
四
一
流

　
〇
五
）
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天
平
五
年
計
帳
手
実
。
原
黍
調
査
の
結
果
端
襲
書
に
門
天
平
五
年
手
実
」

　
と
あ
っ
た
こ
と
が
判
織
し
た
。
第
～
行
か
ら
空
白
の
五
行
を
お
い
て
本
文

　
記
載
に
移
る
。
左
端
切
断
後
難
、
縦
お
よ
び
横
七
本
の
墨
界
線
を
引
く
。

　
全
文
同
筆
。

H
断
簡
（
続
修
九
）
縦
二
八
・
九
横
二
八
・
○
（
大
臼
古
一
ノ
四
五
〇
）

　
天
平
四
年
（
推
定
）
計
帳
手
実
。
右
端
に
糊
あ
と
あ
り
、
空
白
五
行
を
お

　
い
て
本
文
記
載
に
入
る
。
た
だ
し
そ
の
五
行
の
最
後
の
一
行
に
は
別
筆
で

　
「
戸
主
大
友
但
波
史
族
窟
備
麻
罷
年
冊
二
　
妻
　
族
」
の
習
書
が
あ
る
。

　
左
端
切
断
後
欠
、
縦
お
よ
び
横
七
本
の
墨
界
線
あ
り
、
全
文
岡
筆
。

1
断
簡
（
三
訂
九
）
縦
二
八
・
九
　
横
三
二
・
九
（
大
日
古
一
ノ
一
一
一
二
九
⊥
三
二
〇
）

　
神
亀
元
年
（
推
定
）
計
帳
手
実
。
右
端
余
白
な
く
本
文
記
載
に
入
り
、
戸

　
主
の
氏
姓
を
記
さ
な
い
か
ら
、
恐
ら
く
前
簾
で
あ
ろ
う
。
左
端
は
約
二
行

　
分
の
余
由
あ
り
。
書
体
は
行
書
に
近
く
、
他
の
手
実
と
や
や
異
な
る
。
全

　
文
同
筆
。

」
断
角
落
（
続
々
鯵
四
六
ノ
七
）
縦
二
九
。
四
　
　
横
四
・
二
（
山
人
降
古
～
ノ
四
圏
一
）

　
天
平
三
年
計
帳
手
実
。
最
終
行
一
行
の
み
。
以
下
左
端
ま
で
空
白
。
内
容

　
は
F
断
簡
に
直
接
続
く
が
、
界
線
の
状
態
か
ら
も
F
断
簡
と
は
別
紙
。
縦

　
と
横
六
本
の
墨
界
線
を
ひ
く
。
F
断
簡
と
同
筆
。

K
断
簡
（
続
々
修
四
七
ノ
四
・
欝
三
号
）
縦
∵
横
未
詳
（
大
護
身
二
五
ノ
ニ
四
六
）

　
白
紙
断
片
、
原
本
に
つ
き
朱
調
査
で
あ
る
が
、
後
述
の
裏
文
書
一
行
の
内

　
容
か
ら
王
断
簡
と
A
断
簡
の
間
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
A
断
簡
左

　
端
製
の
状
態
よ
り
推
せ
ば
、
1
断
簡
の
紙
片
と
推
定
さ
れ
る
。

　
以
上
の
各
断
簡
の
翼
状
調
査
の
結
果
注
意
さ
れ
る
諸
点
を
列
挙
し
て
お
こ

　
、
つ
。

1
　
続
累
歳
の
各
断
簡
配
列
順
序
は
｛
定
の
基
準
で
な
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、

た
だ
当
初
の
接
続
状
態
を
残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
E
断
簡
で
天
平
二
年
と

天
平
元
年
の
相
連
な
る
年
の
手
実
が
二
年
±
炉
心
の
願
序
で
接
続
し
て
い
る

こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

2
　
各
年
次
の
事
実
は
そ
れ
ぞ
れ
紙
質
、
界
線
の
有
無
お
よ
び
そ
の
状
態
を

異
に
し
、
ま
た
す
べ
て
少
く
と
も
同
時
筆
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
こ

れ
ら
九
通
の
手
実
は
あ
る
時
期
に
岡
時
に
纒
め
て
写
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
。
ま
た
働
手
並
製
筆
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
こ
れ
は
前
後
年

次
も
か
な
り
隔
る
の
で
、
な
お
断
定
は
避
け
た
い
。

3
　
し
か
し
同
じ
計
帳
季
実
で
あ
っ
て
も
、
他
に
正
倉
院
に
現
存
す
る
右
京

三
条
三
坊
と
八
条
一
士
の
虚
実
と
は
か
な
り
書
式
を
異
に
す
る
。
す
な
わ
ち

右
京
計
帳
で
は
、
最
初
に
去
年
の
計
幌
と
比
較
し
て
課
口
・
不
課
口
を
分
類

し
、
つ
い
で
調
（
庸
）
を
記
載
し
、
ま
た
最
後
に
は
乎
実
提
出
の
年
月
日
・

責
任
者
・
坊
令
な
ど
を
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
そ
の
よ
う
な
記
載
は
な

い
。
ま
た
国
印
も
捺
さ
れ
て
い
な
い
。

4
　
端
裏
書
に
「
志
蒲
郡
手
証
」
や
「
天
平
五
年
冬
実
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
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波吉備麻i議の計帳手実をめぐって（搬）

手
実
を
考
察
す
る
上
で
注
意
す
べ
き
資
料
と
思
う
。

5
　
砲
手
実
の
年
次
の
確
実
な
も
の
は
天
平
二
・
岡
三
・
岡
五
の
み
で
、
他
は

舘
載
年
齢
か
ら
推
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
　
『
大
聖
本
古
文
書
』
の
編
年
分

載
に
誤
り
は
な
い
。
た
だ
し
例
え
ば
天
平
十
四
年
手
実
に
十
五
年
二
月
の
記

載
が
あ
る
の
を
本
文
と
同
時
筆
と
す
れ
ば
、
こ
の
手
実
が
書
か
れ
、
あ
る
い

は
写
さ
れ
た
の
は
そ
れ
以
後
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
九
通
の
中
に
は
そ
れ
ぞ

れ
の
年
次
に
初
め
て
書
か
れ
た
も
の
ば
か
り
で
な
べ
、
の
ち
に
書
写
さ
れ
た

も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
①
界
線
に
つ
い
て
は
な
お
未
調
査
の
点
が
あ
り
、
押
界
の
あ
る
も
の
も
あ
る
が
、

　
　
こ
こ
で
は
墨
界
の
あ
る
も
の
の
み
記
し
た
。

三

　
蓑
文
書
の
計
帳
手
実
に
つ
い
て
の
考
察
は
し
ば
ら
く
以
上
に
留
め
、
こ
れ

ら
十
　
断
簡
が
こ
の
よ
う
に
パ
ラ
パ
ラ
に
な
る
前
に
は
ど
う
い
う
状
態
に
あ

っ
た
か
を
復
原
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
饗
文
書
に
着
鼠
し
て
み
る
。
考
証

の
過
程
を
こ
こ
に
詳
記
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
の
で
、
た
だ
結
果
を
略
記

す
る
こ
と
と
な
る
が
、
表
文
書
に
関
係
な
く
、
裏
文
書
の
内
容
の
み
か
ら
断

簡
…
の
接
合
を
試
み
る
と
、
十
一
断
中
畑
は
次
の
甲
・
乙
両
グ
ル
ー
プ
に
分
た
れ

る
。　

甲
類
一
；
工
・
K
・
A
・
E
・
J
・
欝
・
H

　
乙
類
一
l
l
G
・
C
・
D
・
B

〔
醐
〕
ま
ず
甲
類
の
裏
文
書
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
大
日
本
古
文
書
泌
に
未

収
で
あ
り
、
内
容
上
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
以
下
各
断
簡
の
別
を
明

ら
が
に
し
な
が
ら
紹
介
し
て
お
く
。

1
断
簡

　
調
所
解
語
書
中
行
事
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
合
壼
拾
騨
人

　
　
長
上
従
六
位
下
－
船
車
小
薩
宿
窓
爪
万
鼠

　
　
　
　
行
蜘
十
四
條

　
　
　
　
　
侮
令
山
作
材
九
百
十
一
一
物
柱
桁
梁
三
等
類

　
　
　
　
　
作
竪
殿
六
牢
・
並
板
敷

　
　
　
　
　
　
仏
堂
牽
腋
鍍

　
　
　
　
　
　
僧
房
四
宇

　
　
　
　
　
　
　
一
宇
籔
く
数
猷
駅
　
一
宇
腿
㌦
国
王
駅

　
　
　
　
　
　
　
二
宇
難
業
凧
尺

　
　
　
　
　
　
経
麩
宇
専
一
整
駅

　
　
　
　
　
遷
懸
板
麟
塩
瀬
堂
宇
董
用
五
六
寸
桁
鰹
子
等

　
　
　
　
　
　
季
異
義
七
尺
　
季
讐
敷

　
　
　
　
　
　
牽
讐
評
尺
　
李
厳
毫
鹸

　
　
　
　
　
　
一
宇
塁
敷
殻
　
　
李
塁
旙
尺
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「
1
－
1
遷
竪
椎
彪
倉
一
宇
方
一
粟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

K
断
簡

　
［
一
人
従
七
上
上
能
登
忍
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

A
断
簡

「
　
　
行
事
五
條
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～

　
　
　
　
　
継
紙
六
千
一
二
百
骨
一
二
張
　

押
紙
六
千
一
二
百
廿
ご
一
張

　
　
　
　
　
堺
紙
六
千
百
張

　
　
　
　
　
書
作
経
三
百
八
十
巻

　
　
　
　
　
　
二
百
八
十
巻
大
盤
若
経
　
百
巻
観
世
音
経

　
　
　
少
初
位
上
三
鵜
豊
羽

　
　
　
　
行
喜
六
條

　
　
　
　
　
領
催
令
山
作
丼
運
溝
田
上
由
材
一
千
五
百
廿
二
物
柱
桁
架
梁
等
類

　
　
　
　
　
領
令
作
檜
皮
葺
殿
二
宇
井
二
等
傾

　
　
　
　
　
供
奉
礼
仏
二
度

　
　
　
　
　
遣
使
二
度
坂
田
臨
調
郡
栄
可
徴
使
類

　
　
右
大
舎
人
少
初
位
上
玉
作
子
綿

　
　
　
　
行
事
令
山
作
拝
運
漕
材
同
三
嶋
豊
羽

　
　
散
位
従
八
位
上
下
道
主

　
　
　
行
事
辮
七
條

　
　
　
　
令
彩
色
観
世
音
菩
像
一
髄
⑯
蔓
丈
六
尺

…
　
　
三
彩
色
神
王
像
二
魑
餐
窩
六
尺

冠
断
簡
・

　
　
　
　
　
　
　
A
¶
催
作
殿
山
ハ
｛
予
　
　
　
　
令
輪
㎜
皮
葺
殿
草
鎌

　
　
　
　
　
令
鵬
燈
竪
板
屋
六
掌
・
　
　
令
糊
燈
竪
椎
屯
倉
一
掌
・

　
　
　
　
　
令
修
理
板
屋
九
宇
　
　
令
作
高
坐
井
前
机
二
具

　
　
　
　
　
催
使
雑
工
井
役
夫
　
　
勘
作
雑
公
文
膏
朔
拝
解
移
類

　
　
　
　
　
検
牧
雑
材
一
千
五
百
廿
二
物
　
供
奉
礼
仏
二
度

　
　
従
八
位
下
上
馬
養

　
　
　
　
行
事
九
條

　
　
　
　
ム
¶
催
継
紙
六
千
⊥
二
百
廿
一
二
張

　
　
　
　
令
打
紙
六
千
王
百
廿
三
張

　
　
　
　
A
署
堺
一
紙
六
千
百
張

　
　
　
　
令
書
作
経
三
百
八
十
巻

　
　
　
　
　
　
二
酉
八
十
巻
大
盤
若
　
百
巻
観
世
音
経

　
　
　
　
校
紙
二
千
張
　
　
　
　
　
　
　
遣
使
四
度
本
経
拝
仏
牽
談
類

　
　
　
　
令
催
作
板
屋
三
宇

　
　
　
　
　
経
堂
一
宇
厳
叢
食
経
師
房
井
再
帰
轟
霊
紋
尺

　
従
八
位
下
勾
猪
万
錫

　
　
　
行
事
廿
四
條

　
　
　
　
漁
憾
作
竪
殿
轟
ハ
啓
学
年
板
敷
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但波吉備麻昂の計帳手実をめぐって（燦）

　
　
　
　
仏
堂
一
叢
薮

　
　
　
　
僧
房
爺
婆

　
　
　
　
　
一
宇
堅
疲
蹴
駅
　
　
一
宇
搬
己
土
瓶
駅

　
　
　
　
　
二
宇
灘
嘱
妊
激
凧
尺

　
　
　
　
経
越
宇
腿
姦
姦

　
　
　
遷
竪
板
屋
論
ハ
宇
並
用
五
六
寸
栴
籔
子
等

　
　
　
　
一
宇
掌
篇
敷
七
尺
　
　
　
一
宇
厳
湿
蚊

　
　
　
　
一
宇
難
節
尺
　
　
　
牽
堅
麩
隷

　
　
　
　
一
宇
墾
螢
葛
　
　
　
牽
堅
磐
尺

　
　
　
遷
竪
樵
屯
倉
一
宇
方
一
丈

　
　
　
修
理
竪
板
麗
九
宇

　
　
　
作
高
坐
井
前
机
二
具

番
上
少
初
位
上
秦
九
月
　
　
少
初
位
上
蓋
田
小
豊

　
少
初
位
上
甲
賀
深
万
呂
　
外
回
初
位
下
丸
幅
男
公

　
　
　
　
右
四
人
行
毒
岡
勾
猪
万
鼠

　
外
少
初
位
下
私
論
有
人

　
　
行
獣
八
條

　
　
　
塗
殿
六
宇

　
　
　
　
仏
堂
一
宇
木
間
井
壁
十
五
聞
灘
噛
た
丈
王
寸
並
下
塗
中
塗

　
　
　
　
　
　
燈
鑑
案
間
莚
竺
間
鵬
饒
盟
顧
駅
罎
雫
塗
塞

　
　
　
　
　
　
経
蔵
一
宇
木
間
丼
壁
廿
四
關
肚
階
靴
瀾
憐
繍
蹴
駅
噸
黙
並
下
塗
中
塗

　
　
　
　
　
遣
使
一
度
白
手
取
藏
野
遺

　
　
　
　
　
供
奉
礼
仏
一
度

　
　
　
外
少
初
位
下
和
久
真
時

　
　
　
　
行
事
五
條

　
　
　
　
　
作
難
釧
一
千
三
百
九
十
一
隻
九
寸
已
下
一
寸
撮
上

　
　
　
　
　
高
坐
腕
粕
汁
四
勾

　
　
　
　
　
穣
弊
神
王
料
蕩
鐡
百
辮
七
條
幾
七
尺
巴
下
一
尺
瀬
上

　
　
　
　
　
修
理
雑
刃
器
井
古
釘
等
類

　
　
　
　
　
供
奉
礼
仏
一
度

　
　
留
省
光
丁
年
足
人

　
　
　
　
行
事
四
條

　
　
　
　
　
遣
使
三
度
坂
田
愛
翌
朝
等
米
徴
遣
類

　｝

@
　
　
買
運
櫓
皮
四
輪
幽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

」
断
簡

　一

ﾈ
箭
依
月
廿
四
日
符
旨
顕
注
件
人
等
考
中
行
纂
申
送
如
件
以
鰍
　
　
］

F
断
簡

　　

@
　
　
　
　
天
平
宝
字
六
年
七
月
廿
五
日
領
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
典
安
都
窪
祢
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へ
造
石
山
院
所
解
　
申
進
返
仕
丁
等
菓

　
　
　
　
仕
丁

　
合
懸
進
返
柴
人

　
　
土
師
嶋
足
　
刑
部
小
廣
　
上
田
玉
万
呂
　
春
米
水
取
　
額
田
部
田
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
　
右
五
人
等
今
月
加
米
依
員
一
三
返
言
三
二

　
　
私
部
広
国
　
守
部
古
万
一

　
　
　
　
　
　
　
等

　
　
　
右
二
人
散
材
採
取
井
為
使
材
守
今
間
請
留
如
件

　
造
石
霞
院
勝
解
　
申
進
返
木
工
等
事

合
木
工
玖
人

　
　
長
上
船
木
宿
奈
万
騒

　
　
工
勾
猪
万
鼠
　
秦
九
月
　
他
田
小
農
　
丸
部
男
公
　
穂
積
面
内

　
　
　
甲
賀
深
万
澱
　
丈
部
真
犬
　
秦
類
癌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
　
　
　
　
　
　
灘

　
　
　
右
木
工
等
進
返
如
件
鐡
工
丼
土
工
今
閾
有
作
物
勿
追
可
進
上
今
具

　
　
　
状
以
解

　
　
　
　
　
　
　
天
平
宝
字
六
年
八
月
二
R
［
領
下
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
典
安
都
宿
祢

　
石
山
院
作
所
解
　
申
八
月
斎
日
購

　
合
八
人

　一

蜩
T
安
都
宿
祢
二
足
　
上
舞
四
　
夕
三

H
断
簡

剰
劉
轄
鮒
上
昇
・
克
上
着
難
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
＼
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、

三
鳩
豊
羽
鈷
畷
阿
刀
乙
万
呂
詰
誹
三

装
濃
能
登
忍
人
妊
湘
竺
　
書
師
上
楯
万
呂
妊
欄
鮒
七

以
箭
起
今
月
一
日
鑑
二
九
日
上
臼
顕
注
如
件
以
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
主

　
　
　
　
　
　
並
八
糀
†
宝
寧
轟
ハ
な
十
・
八
月
二
日
八
欝
回
姫
幽
一
£
馬
｛
喪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
典
安
三
宿
祢

石
山
院
奉
爲
大
般
着
三
所
解
　
申
講
仕
丁
町
月
養
物
事

　
　
懸
請
月
嚢
仕
丁
醸
凱
入
　
　
ミ
　
　
・
・
㌦
・
ト
こ
㌧
・
＼
・
ミ
、
・
＼
・

合
仕
丁
試
人
薪
丁

　
、
、
　
、
、
　
、
、
　
、
、
　
、
、
　
、
、

　
久
頂
波
原
マ
廣
嶋
　
下
総
園
糊
馬
郡
邑
郷

　
　
　
　
　
ぬ
へ

　
漢
部
千
代
　
　
甲
斐
濁
巨
麻
郡
票
原
郷

懸
給
綿
八
屯
　
総
理
月
八
月
樽
二
箇
月
料
人
別
二
屯

｝欝

z
十
一
附
段
　
窃
表
二
月
迄
七
月
井
六
箇
月
口
入
勝
一
段

講
伯
万
呂
盤
割
七

　
以
上
甲
類
の
七
断
簡
は
裏
文
書
に
関
し
て
は
、
内
容
か
ら
み
て
ま
ず
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

順
序
で
欠
行
な
く
接
続
す
る
と
み
て
誤
り
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
こ
の
文
書
が

造
石
山
寺
所
公
文
案
帳
に
属
す
る
こ
と
は
吉
田
孝
氏
も
指
摘
さ
れ
た
通
り
で

　
②

あ
る
。
造
石
由
寿
所
公
文
案
帳
は
『
大
日
本
古
文
書
』
十
五
ノ
ニ
ニ
七
ペ
ー

ジ
以
下
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
は
、
最
初
の
造
石
山
院
所
…
壷
中

行
華
案
が
宝
字
六
年
七
月
廿
五
日
付
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
恐
ら
く
二
三
四

ぺ
「
ジ
断
収
の
続
修
別
集
八
の
同
月
田
付
造
石
山
院
所
画
師
行
喜
文
案
断
簡

の
次
に
続
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
マ
イ
ク
窟
フ
イ
ル
ム
を
検
す
る
と
、
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但波吉備麻島琶）計帳湾三・実を・めぐって（縣溜xt・i〉

そ
の
断
簡
の
最
後
に
は
か
な
り
の
余
白
が
あ
り
、
ま
た
こ
の
考
中
墨
事
案
は

公
文
案
帳
一
般
の
書
風
と
は
異
な
っ
て
や
や
改
ま
っ
て
書
き
始
め
ら
れ
て
い

る
。
公
文
案
帳
は
多
く
の
反
故
紙
を
貼
り
つ
い
で
、
そ
の
裏
を
利
用
し
て
書

き
継
が
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
直
擾
前
者
に
接
続
す
る
か
明
ら
か
で
な

く
、
と
も
か
く
一
旦
払
、
こ
で
切
れ
て
改
め
て
越
中
行
手
案
か
ら
叢
き
起
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

も
の
で
あ
ろ
う
。
公
文
案
帳
に
は
他
に
も
こ
の
よ
う
な
鋼
が
認
め
ら
れ
る
。

　
ま
た
こ
の
甲
類
記
載
の
最
後
の
文
書
の
日
付
は
後
欠
の
た
め
不
瞬
で
あ
る

が
、
そ
の
前
が
八
月
昔
八
日
付
石
山
院
作
熔
解
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
若
干

の
欠
失
部
を
置
い
て
、
二
三
五
ペ
ー
ジ
以
下
に
堰
め
ら
れ
た
八
月
廿
七
日
付

造
石
山
院
所
労
劇
文
案
、
あ
る
い
は
二
四
三
ペ
ー
ジ
の
九
月
九
田
付
石
山
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

奉
写
大
般
若
経
緯
解
案
に
内
容
上
は
連
続
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
園
み
に
こ
の
裏
文
書
は
『
大
日
本
古
文
書
』
未
収
で
あ
る
が
、
は
じ
め
の
考

中
行
事
案
は
二
三
二
ペ
ー
ジ
所
牧
の
造
石
山
院
所
鯉
…
に
み
え
る
門
公
文
六
道
偏

の
最
初
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
一
道
考
申
行
事
」
に
相
当
し
、
以
下
の
文
書
と

と
も
に
福
山
敏
男
氏
が
苦
心
し
て
行
な
わ
れ
た
石
山
寺
造
営
の
復
原
研
究
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

補
な
う
壷
重
資
料
で
あ
る
。

〔
二
〕
つ
ぎ
に
乙
類
の
断
簡
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
食
じ
く
造
寒
山
寺
所
食
物
矯

帳
の
一
蔀
で
あ
る
。
食
物
用
帳
は
主
と
し
て
㎝
．
大
上
本
古
文
下
畑
五
ノ
五
ペ

ー
ジ
以
下
と
、
十
五
ノ
三
七
八
ぺ
；
ジ
以
下
に
鞍
録
さ
れ
、
乙
類
断
簡
の
襲

文
書
も
版
め
ら
れ
て
い
る
。
・
た
だ
し
そ
の
配
列
順
は
正
し
く
な
い
の
で
改
め

　
　
　
　
　
　
⑥

て
摘
記
し
て
お
く
。

G
断
門
一
構
　
　
一
血
ノ
一
一
九
ぺ
　
…
ジ
∴
丁
一
行
霞
一
1
1
岡
　
一
一
（
）
ベ
　
一
．
シ
⊥
丁
一
行
日
一

C
断
簡
　
五
ノ
ニ
五
ペ
ー
ジ
四
行
臼
…
…
岡
二
七
べ
：
ジ
七
行
目

D
噺
…
儲
園
　
五
ノ
一
一
七
ペ
ー
己
ン
・
八
行
口
ロ
ー
岡
一
一
九
。
へ
ー
ジ
十
－
行
日
…

露
断
繍
側
　
五
ノ
ニ
剛
胆
【
ぺ
…
ジ
七
行
黛
i
陣
二
五
．
へ
i
“
ゾ
＝
…
行
日
回

こ
の
四
断
簡
も
内
容
か
ら
推
し
て
右
の
よ
う
に
配
列
す
る
と
、
欠
行
な
く
接

続
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
七
月
廿
八
日
か
ら
八
月
十
九
臼
に
至
る
間
の

記
載
を
奮
ん
で
い
る
。
そ
し
て
前
は
十
五
ノ
四
三
六
ぺ
f
ジ
以
下
に
収
め
ら

れ
た
断
僧
事
（
瀬
々
鯵
四
三
ノ
三
）
　
の
後
に
、
　
後
は
十
六
ノ
一
七
七
ぺ
…
ジ
艦
艇

の
断
簡
（
且
々
修
四
三
ノ
一
九
）
に
接
続
す
る
ら
し
い
。

　
さ
て
以
上
十
一
断
簡
を
裏
文
書
の
記
載
に
従
っ
て
甲
・
乙
類
に
分
ち
、
さ

ら
に
そ
の
接
続
配
列
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
を
第
一
表
と
し
て

図
示
し
て
み
よ
う
。

　
叩
・
乙
両
類
の
配
列
顧
序
は
甲
を
前
と
し
た
が
、
そ
の
理
由
は
次
に
明
ら

か
と
な
る
。
さ
て
そ
こ
で
初
め
て
改
め
て
表
文
書
に
着
目
し
て
み
る
と
、
第
一

表
に
明
瞭
な
よ
う
に
各
計
帳
手
実
は
正
し
く
年
代
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
表
文
書
に
写
し
て
い
え
ば
、
そ
の
配
列
順
は
天
平

十
四
年
を
最
初
と
し
、
以
下
天
平
六
・
鍛
・
四
・
三
・
二
・
元
、
神
亀
二
・

元
と
い
う
よ
う
に
逆
顧
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
閥
係
の
存
在
す
る

こ
と
は
す
で
に
E
断
簡
二
紙
の
接
続
に
関
し
て
指
摘
し
で
お
い
た
が
、
そ
の
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第一表　但波吉備麻錫関係欝帳手巽断簡配列の復原

B「「「 ｝
1舌 iン ％

寿 1　ま ま

繍
三1ジ 毒

一1一 ￥ フf

フ｛（

ﾁ　一

赤　　1･i
フ1ぐ

ﾁ、

噛B D ci G

　嘉評
圭

用土　1帳院　　1

筆
寒 所　1 雀
十 ｝・
九 八

原
器
が
す
べ
て
に
適

合
す
る
づ
こ
こ
に
詳

し
い
考
証
過
程
を
記

す
こ
と
は
省
略
す
る

が
、
恐
ら
く
は
じ
め

か
ら
神
亀
元
－
天
平

十
四
年
間
に
至
る
九

通
の
手
実
が
こ
の
順

序
で
配
列
接
続
さ
れ

　
　
　
　
⑦

て
い
た
の
を
、
そ
の

紙
背
利
用
に
際
し
て

翻
分
的
に
切
除
し
て

改
め
て
接
続
し
零
し
、

甲
・
乙
二
つ
の
文
書

の
記
載
に
転
用
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
そ
れ
が
剣
難
九

に
装
漢
さ
れ
る
ま
で

に
、
ま
た
あ
る
場
合

に
は
装
溝
さ
れ
る
場

合
に
現
状
の
よ
う
な
十
一
断
簡
に
分
れ
た
も
の
と
思
う
。

　
と
も
か
く
裏
文
書
に
女
臼
し
た
断
簡
の
接
続
復
原
の
結
渠
、

6
　
九
通
の
計
帳
手
実
断
簡
ぱ
当
初
天
平
十
四
年
手
実
を
最
初
と
し
て
、
以

下
年
次
の
逆
順
に
接
続
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
継
文
の
形
態
を
と
っ
て
い
た
と
推

定
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
こ
の
一
連
の
但
波
吉
備
麻
呂
に
関
す
る
計
帳
手
実
が

い
か
な
る
役
割
を
果
し
た
か
を
考
え
る
上
で
重
要
と
思
う
。
こ
う
い
う
接
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

法
は
ま
ず
手
継
証
文
を
想
起
さ
せ
る
が
、
私
は
勘
籍
と
の
関
係
を
注
意
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

き
で
な
い
か
と
思
う
。
正
倉
院
文
書
に
は
上
通
の
勘
籍
が
遺
存
し
て
い
る
が
、

そ
の
記
載
様
式
を
み
る
と
、
何
れ
も
天
平
十
八
年
籍
・
天
平
十
二
年
籍
・
天

平
五
年
籍
・
神
亀
四
年
籍
・
養
老
五
年
籍
と
い
う
よ
う
に
、
年
次
の
回
し
い

も
の
を
先
に
掲
げ
、
現
時
点
か
ら
五
比
籍
を
遡
上
す
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

い
ま
騰
り
に
九
通
の
手
突
に
つ
い
て
復
原
し
た
配
列
順
で
勘
籍
の
よ
う
な
も

の
を
作
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
現
存
の
勘
籍
記
載
様
式
の
ご
と
き
も
の
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

7
　
現
存
計
帳
手
翰
は
神
亀
元
ー
ー
天
平
十
四
の
間
に
わ
た
る
が
、
そ
の
間

神
亀
三
一
岡
五
、
天
平
七
－
同
十
三
が
欠
け
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
部
分

が
壁
際
は
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
聖
主
で
あ
る
が
、
復
原
結
果
か
ら
す
れ
ば
、
こ

の
一
類
の
文
殿
と
し
て
は
最
初
か
ら
欠
け
て
い
た
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
際
併
考
す
べ
き
こ
と
は
神
亀
元
一
二
で
は
吉
備
麻
呂
が
広
州
吊

の
戸
内
に
あ
り
、
天
平
元
－
六
で
は
一
戸
を
設
定
し
、
と
ん
で
天
平
十
閥
に
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は
再
び
戸
臼
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
、
現
存
豊
実
の
三
グ
ル
ー
プ
が
吉
備
麻

吊
の
異
動
に
応
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
①
裏
文
書
の
接
続
に
つ
い
て
は
原
本
に
つ
い
て
の
充
分
な
調
査
を
ま
だ
終
え
て
い

　
　
な
い
。
内
容
上
で
は
行
審
条
数
の
数
え
方
が
必
ず
し
も
一
定
し
な
い
が
、
A
↓
E

　
　
の
接
続
も
ま
ず
間
違
い
な
か
ろ
う
。

　
②
　
吉
田
孝
「
律
令
時
代
の
交
易
」
（
前
掲
）
。

　
③
例
え
ば
次
に
掲
げ
た
第
二
表
に
よ
る
と
、
『
大
日
本
古
文
書
隠
は
1
2
の
二
月
蹴

　
　
田
付
造
石
山
寺
所
解
の
つ
ぎ
に
、
1
3
の
三
月
二
日
付
の
解
あ
げ
て
い
て
、
直
接
す

　
　
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
は
そ
の
問
に
二
月
廿
九
日
付
の
造
東
大
寺
司
移
（
大
日

　
　
五
五
ノ
一
一
三
）
が
入
り
、
公
文
案
帳
は
そ
の
紙
か
ら
改
め
て
書
ぎ
継
が
れ
て
行

　
　
つ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
④
　
『
大
日
本
古
文
露
』
は
二
三
四
ペ
ー
ジ
に
七
月
廿
五
日
付
画
師
行
寮
文
案
の
つ

　
　
ぎ
に
問
じ
く
続
別
八
の
八
月
四
田
付
石
山
院
奉
写
大
般
若
所
牒
を
概
い
て
い
る

　
　
が
、
マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ル
ム
に
よ
る
と
、
こ
の
文
書
は
実
は
『
大
β
本
古
文
醤
隔
五

　
　
ノ
ニ
一
二
一
ペ
ー
ジ
所
駁
の
宝
宇
六
年
五
月
十
四
日
付
石
山
院
奉
二
大
般
若
所
牒
と

　
　
同
紙
（
裏
空
白
）
で
、
そ
の
つ
ぎ
に
磐
か
れ
て
い
て
、
断
絶
が
あ
る
。

　
　
　
ま
た
労
劇
文
案
も
徽
饗
一
表
（
5
8
・
5
9
・
6
0
）
に
示
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
だ
け
が

　
　
独
立
し
た
文
書
と
し
て
公
文
案
帳
か
ら
分
離
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
⑤
福
山
敏
第
「
奈
良
時
代
に
於
け
る
石
由
寺
の
造
営
」
（
『
日
ホ
建
築
史
の
研
究
駈

　
　
所
収
）
。

　
⑥
福
山
敏
男
「
奈
良
時
代
に
於
け
る
石
山
寺
の
造
鴬
」
三
一
三
ペ
ー
ジ
で
は
訂
正

　
　
さ
れ
て
い
る
。
以
下
福
山
氏
復
原
を
参
照
。

　
⑦
　
こ
れ
ら
九
通
の
手
実
が
、
は
じ
め
か
ら
こ
の
よ
う
に
接
続
さ
れ
て
い
た
か
、
そ

　
　
れ
と
も
そ
れ
ま
で
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ
た
も
の
を
紙
背
利
用
に
際
し
て
接
続
し
た
か

　
　
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
規
則
正
し
い
配
列
を
示
す
こ
と
は
偶
然

　
　
と
み
る
よ
り
、
や
は
り
意
識
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
嚢

　
文
書
に
関
し
て
紙
土
利
婿
以
前
に
す
で
に
い
っ
か
こ
の
よ
う
に
配
列
接
続
さ
れ
て

　
い
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑧
桐
濁
二
郎
『
日
本
の
古
文
書
（
上
）
豊
三
五
ペ
ー
ジ
参
照
。
た
だ
し
例
え
ば
東

　
二
院
文
書
と
し
て
伝
存
す
る
山
城
気
宇
治
郡
家
地
等
売
買
寄
進
解
文
の
場
合
は
年

　
次
の
古
い
も
の
を
右
と
し
、
新
し
い
誓
文
を
左
へ
継
い
で
行
っ
て
い
る
　
（
『
大
日

　
本
古
文
書
隠
東
大
寺
文
書
二
）
。

⑨
竹
内
理
三
『
寧
楽
遺
文
（
下
）
』
五
三
五
ペ
ー
ジ
以
下
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

四

　
つ
ぎ
に
こ
れ
ら
計
帳
手
函
が
い
．
つ
そ
の
裏
を
利
用
さ
れ
た
か
、
ま
た
ど
う

し
て
造
石
山
三
所
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
を
追
究
す
る
手
が
か

り
を
う
る
た
め
に
、
計
帳
手
結
の
裏
を
利
用
し
た
〔
甲
〕
公
文
案
帳
と
〔
乙
〕

食
物
用
量
全
体
の
構
成
を
左
に
表
示
し
よ
う
。
い
ず
れ
も
反
故
文
書
を
次
々

に
貼
り
継
い
だ
も
の
で
、
宮
内
庁
撮
影
の
マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ル
ム
を
参
照
し
、

一
紙
の
表
裏
記
載
が
対
照
で
き
る
よ
う
に
し
た
が
、
接
続
そ
の
他
に
つ
い
て

は
何
分
原
本
に
当
っ
て
い
な
い
の
で
不
充
分
な
点
が
多
い
。
ま
た
〔
甲
〕

〔
乙
〕
以
外
の
他
の
造
石
由
当
所
関
係
書
類
に
つ
い
て
も
二
様
な
表
を
掲
示

す
る
必
要
が
あ
る
が
、
紙
傭
の
関
係
上
劉
愛
し
た
。

　
〔
甲
〕
公
文
案
帳
は
宝
字
六
年
一
月
か
ら
閨
十
二
月
ま
で
の
問
に
主
と
し
て

造
石
山
寺
研
か
ら
出
さ
れ
た
解
・
移
・
牒
・
符
な
ど
の
案
文
を
月
日
順
に
紋

座
し
た
も
の
で
あ
り
、
　
「
乙
〕
食
物
用
帳
も
ほ
ぼ
同
じ
期
間
に
お
け
る
米
・

塩
・
海
藻
な
ど
の
下
用
を
臼
別
に
書
き
付
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
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第鳳i喪　造贋出寺所公文案帳裏褻文翻対照表
雷
文
褒

名
轡
文
－
簾
発
年

掌
霞
、礪

趨
梱
．
認
㎜
；
蹴
∴
；
棚
；
欝
；
瓢
蹴
難
羅
雛
欝
欝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
署
覗
鰯
載
噸
鰯
翠
瑠
川
州
端
螺
馨
離
離
端
響
胴
即
諾
搦
櫨
髭
襯
擁
鑑
響
溜
謝
慧
聯
溜
僻
麗
瑞
鍛
鑑
鑑
錫
鑑
飛
”
強
磁
鑑
鑑

書
文
翼

0
　
　
　
　
　
　
8
　
　
　
　
　
9
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
6
　
　
3
　
　
　
　
　
　
7
…
難
一
難
塾
無
欝
撒
麹
討
瞳
熱
熱
鍔
鳴
閣
㎜
霧
繊

文
石
階
倉
分
正
書

3
3
　
　
　
　
　
　
　
3
3
　
　
　
3
　
　
　
　
3
3
3
3
3
　
　
3
　
　
　
3
3
3
3
3
3
3
3
3
　
　
　
3
　
　
　
　
3
3
3
　
　
　
　
　
3
　
　
3
ノ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ノ
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
　
　
　
ノ
　
　
　
　
ノ
ノ
　
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
ノ
ノ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
ノ
ー
8
1
8
5
4
4
4
4
2
8
4
8
1
8
1
8
4
3
2
8
1
8
1
4
8
1
8
⑱
1
8
1
8
1
8
3
3
1
8
3
3
4
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
6
1
7
1
8
4
6
1
7
6
1
8
1
8
1
8
5
3
0
8
紛
1
8
4
7
1
8
8
々
々
別
修
鯵
後
別
々
々
鯵
鯵
々
別
修
々
々
々
々
々
後
々
後
別
々
々
々
々
々
々
々
々
々
集
修
々
鯵
鯵
藥
々
々
々
集
修
別
修
々
修
々
測
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
続
正
続
続
続
続
正
続
続
続
正
続
続
続
続
続
続
続

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
姶
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
0
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
毫

大臓憲
古文欝

09

U7

O6

O9

T8

揩
S
8

ヨ
　
　
ヨ
ヨ
　
　
　

ヨ

⑮
⑤
⑮
⑯
⑤
未
⑮

＠105
dy256

＠355

＠355

4
8
1
7
4
5
8
6
4
2
6
5
9
4
2
王
7
9
4
7
4
6
6
0
5
1
0
2
1
2
9
2
6
3

ロ
リ
　
ら
　
ヨ
　
　
フ
　
　
　
　
　
　
　
ご
り
　
　
リ
　
ヨ
　
　
　
ヘ
リ
　
む
　
　
　
た
り
　
む
　
く
リ
　
ヨ
　
お
　
に
り
　
さ
　
　
　
　
り
　
だ
り
　
さ
　
に
り
　
　
　
さ
　
う
　
る
　
　
　
な
　
お
　
べ

り
ゆ
　
リ
ム
　
　
　
ヨ
　
ま
　
ベ
　
ユ
　
　
り
　
　
　
ユ
　
リ
の
　
う
　
う
　
エ
　
ぜ
　
ヨ
　
　
　
ヨ
　
ヨ
　
ヨ
　
の
リ
　
ウ
ゆ
　
ヨ
　
お
　
き
　
ヨ
　
　
ゲ
　
　
　
リ
ム
　
リ
ム
　
　
　
　
　
ヨ
　
エ

⑮
⑮
⑭
④
⑤
⑤
⑥
⑮
⑮
⑤
⑯
④
④
⑯
⑮
纏
⑯
④
④
④
④
④
④
④
④
④
④
⑤
⑥
⑤
⑮
⑤
⑤
⑤
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
露
9
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7

正倉院文
誉粉類

続修9
続々47／4

読修9
続鯵9
続報9
続々46／7

続修9

続修9
競修37

続鯵29

続修22

続々18／3

続々18／3

続修26

読鯵44

醗修20

読鯵20

緯々18／3

縫々18／3

続鯵49

続鯵49

　
古

　
本
⑮

誌
日
書

　
大
文

慰聯…天

7t25

7・25

7・25

7・25

7・25

7・25

7・25－8・28

8－28－

8・27

8－27

8・27

9・9－

9・14－IO・1

9・28－

11・3e－

11・3e

11・3e－12・24

12・24一　？

　？

12・一12’・28

12，・28－2・18

　
収
　
未．
ー
ー235－240

24e－242
242

242－243

243－247
247．

248－249

249－25e

25e－251

251－252

253－254
tw118－119

dy119－120

「敦 文

天平宝字
年・月・日 文　　、a　　名 1大iヨ本

古文轡

（神亀1）

（神亀1）

（神亀2）

（天平1）

（天平2）

（天平3）

（天平3）

（天平㊧

5・2・27

6・IO・11

6・5・14

6・7・9

6・7・12

6・3・21

6・12・8

　12・8

　12・10

近江国志何都計帳

｝作鋤顯
賀茂馬副解

白　紙

白　紙

高島使銭進注文
石山止山写大般若所注進文

目智帯成講曜解

息長絵入請暇解

安都雄足洗

石山事解

下道主啓

安都雄足牒

謝
蹴
謝
謝
謝
蜘

①
㊧
①
①
①
①

0
0
ゾ
　
8
　
4

5
　
0
　
0
　
9

な
　
ヨ
　
ヨ
　
な

①
⑯
⑯
④

4
0
4
0
7
8
4
7

8
3
4
5
4
8
2
6

ゑ
　
り
　
　
り
ね
　
　
　
エ
　
リ
ゆ
　
　
　
り
の

⑤
⑤
⑤
⑤
⑤
⑥
⑯
瞭

第三表　造石山寺所食物用帳表農文轡対照表

1
2
3
荏
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

正倉院文
章分類

続別42

続後10

統別20

続々38／9

続々38／9
続・・“38／9

続々43／3

続々43／3

続々43／3

続々43／3

続々43／3

続修9

続修9

続修9

続修9
続々43／19

　　．裏　文　善
天31ﾄ6年麗畜古
1・14－3・1

3・1－3・8

3・8－4・4

4・4－4・26

4・26一一6・10

6・10－7・10

7・11－7・14

7・14－7・16

7・17－7・19

7・19－7・23

7・23－7・28

7・28－7・29

7・29－8・7

8・7－8・l1

8・12－8・19

・23－12t・29

表 文 錨「㌦
、
㍗

天平宝割
年・月・日｛

文　　ぎ葦i　　名
大1遷本

古文書

＠　5－18

＠18－22

dy378－39el　2・9・5

390－399　1　6・3・1

399－413

413－426
426－428　｝勝宝6・10’・

428－43el　3・21
430－432

432－434
434－436　勝宝7・9・26

⑥29－30　（天平5）

⑤25－27　（天平6）

⑤27－29　　　（ヲミ平14）

⑥24－25　（天平14）

＠177－1781　6・8・11

白　紙

白　紙

東寺写経義解

造菓大寺司告朔解

｝造郡獅騰
検米使解

　（煽賀郡司解）

越前圏船棚只納帳

　（村部息嶋解）

1近江鴎何郡計帳

山都雄山雑物進下状

1
5
3
3
9
9
8
7
6
荏
1
7
6
0

む
　
り
ね
　
に
り
　
ご
り
　
　
　
ア
　
ワ
ロ
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
り
ぬ
　
ワ
ほ

ヨ
　
ユ
　
　
　
リ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
リ
　
ヨ
　
ユ
リ
　
ゑ

④
⑤
⑯
⑯
④
④
④
④
④
①
①
②
②
⑮

備考ω
　　（2）

　　（3＞

⑤・⑮などはil大R本古文書』（編年文書）の5あるいは15を表わす。

文書名は便宜上臓則として『大口本古文轡諺にそのまま従うこととした。

年に特別の注記のないものはすぺて天畢宝掌年闘を示すQ
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一
年
近
い
重
土
に
亙
っ
て
糠
次
メ
モ
さ
れ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
余

白
が
な
く
な
る
と
新
し
い
反
故
紙
を
継
ぎ
足
し
て
記
録
を
重
げ
て
行
っ
た
状

態
が
こ
の
二
表
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
余
白
が
な
く
な
っ
た
場
合
、

そ
の
度
に
も
し
一
紙
ご
と
に
継
ぎ
足
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の

紙
の
裏
文
書
の
書
き
初
め
の
部
分
の
月
日
が
、
ほ
ぼ
そ
の
紙
の
継
ぎ
足
さ
れ

た
暗
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
表
文
書
が
予
め
す
で
に
眼
張

か
継
ぎ
足
さ
れ
て
い
た
の
を
継
い
だ
揚
合
と
か
、
一
紙
ご
と
に
裏
文
書
と
し

て
継
ぎ
足
し
て
も
一
時
に
鴬
張
か
を
貼
り
継
い
だ
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ

ぞ
れ
の
裏
文
書
の
右
端
の
目
付
よ
り
は
貼
り
継
が
れ
た
時
点
は
早
く
な
る
の

で
あ
る
。

　
そ
の
判
断
は
欄
々
に
よ
く
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
反
故
と
さ
れ

た
文
書
、
す
な
わ
ち
裏
文
書
の
内
容
を
前
後
比
較
す
る
こ
と
や
、
こ
の
公
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

案
帳
以
外
の
造
石
山
寺
所
に
お
け
る
諸
帳
の
構
成
を
関
連
せ
し
め
て
推
考
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
適
確
に
そ
の
時
点
を
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る

し
、
ま
た
そ
の
際
不
明
の
年
次
や
文
書
の
性
格
な
ど
を
も
副
次
的
に
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
公
文
案
帳
に
は
多
く
の
越
前
庄
園
関
係
文

書
が
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
第
二
表
に
み
え
る
よ
う
に
そ
れ
ら
は
3
3
生
江
息

鵬
解
を
最
初
に
3
4
3
6
3
7
3
8
と
集
中
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
年
次
も
3
3

1
3
9
は
い
ず
れ
も
宝
字
三
年
四
・
五
月
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
文
書
が
利

矯
さ
れ
た
の
は
生
江
患
嶋
解
の
裏
文
書
右
端
の
日
付
五
月
十
七
月
に
近
い
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ろ
以
後
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
い
う
次
第
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
か
か

る
方
法
に
よ
る
成
果
に
つ
い
て
は
主
題
を
離
れ
る
の
で
こ
れ
以
上
述
べ
な
い

が
、
正
倉
院
文
書
全
体
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
再
整
理
が

可
能
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
こ
で
問
題
の
計
帳
手
実
の
場
含
を
み
る
と
、
す
で
に
示
し
た
よ
う

に
〔
甲
〕
の
場
含
は
宝
字
六
年
七
月
什
五
臼
、
　
〔
乙
〕
の
場
合
は
同
じ
く
七

月
廿
八
揺
の
型
録
が
そ
れ
ぞ
れ
裏
文
書
の
最
初
に
く
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
計

帳
手
実
の
隠
文
が
二
つ
に
分
断
さ
れ
て
、
そ
の
紙
背
利
用
の
た
め
に
そ
れ
ぞ

れ
〔
甲
〕
　
〔
乙
〕
文
書
に
貼
り
継
が
れ
た
時
点
は
、
少
な
く
と
も
〔
甲
〕
に

つ
い
て
は
七
月
廿
五
臼
ご
ろ
以
前
、
　
〔
乙
〕
に
つ
い
て
は
七
月
廿
八
日
ご
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
第
二
表
に
よ
る
と
七
月
廿
五
日
の
詑
載

に
利
用
巻
れ
て
い
る
4
8
造
石
山
院
斯
解
は
七
月
廿
五
日
付
文
書
で
あ
り
、
ま

た
前
述
の
よ
う
に
こ
の
計
帳
手
実
に
よ
っ
て
公
文
案
帳
は
そ
れ
以
甫
と
断
絶

し
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
や
は
り
利
用
の
β
次
を
七
月
廿
五
戒
ご
ろ
と
ま
で

限
定
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
り
、
そ
れ
は
〔
乙
〕
文
書
と
の
関
係
に
よ

っ
て
も
さ
ら
に
確
か
め
ら
れ
る
と
思
う
。
以
上
の
考
証
に
よ
っ
て
計
帳
手
実

利
用
の
時
期
が
七
月
廿
陸
田
ご
ろ
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
に
な
っ
た
と
患

b
つ
。

　
さ
て
石
山
寺
の
運
営
工
事
に
つ
い
て
は
既
に
ふ
れ
た
よ
う
に
幅
出
敏
男
氏

が
正
倉
院
文
書
を
分
斬
し
て
綿
密
な
考
証
を
加
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
結
果
に
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波吉備麻畠の計帳手実をめぐって（岸）

よ
る
嫡
そ
れ
昊
平
峯
葦
＋
月
の
下
書
行
幸
を
蓑
と
し
℃
始
め

ら
れ
た
。
そ
し
て
工
慕
は
造
策
大
寺
司
に
所
属
す
る
造
石
山
冠
所
が
担
嚢
し
、

別
当
と
し
て
造
東
大
寺
司
主
典
安
慰
宿
禰
鰐
足
が
窮
に
当
っ
た
。
ま
ず
十
一

月
に
本
尊
丈
穴
観
世
音
菩
薩
の
彫
塑
が
始
め
ら
れ
た
が
、
本
格
的
な
建
築
工

事
は
翌
六
年
浄
潔
か
ら
で
、
高
島
山
・
甲
賀
山
・
田
上
山
な
ど
か
ら
用
材
が

伐
採
さ
れ
、
さ
き
の
考
中
得
華
案
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
仏
堂
・
僧
房
・

経
蔵
な
ど
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
し
て
七
月
中
に
そ
れ
ら
諸
堂
は
ほ
ぼ
完
成
し
、

七
月
目
臼
に
は
本
尊
脇
侍
な
ど
の
彫
塑
も
終
り
、
黒
八
臼
か
ら
八
月
十
二
日

に
か
け
て
彩
色
が
施
さ
れ
、
ま
た
七
月
廿
三
日
ご
ろ
に
は
残
夜
の
廻
漕
が
議

せ
ら
れ
、
実
際
に
は
八
月
十
二
日
ご
ろ
宇
治
に
運
漕
さ
れ
た
と
い
う
。
従
っ

て
造
営
工
事
は
八
月
初
め
に
は
ほ
ぼ
完
了
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
造
営
と
並

ん
で
勅
旨
大
般
若
経
六
百
巻
の
書
写
が
行
な
わ
れ
た
が
、
こ
の
方
も
同
年
十

二
月
に
終
り
、
す
べ
て
奈
良
に
引
揚
げ
た
と
い
う
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
計
帳
手
実
が
造
石
山
奪
所
で
利
用
さ
れ
た
蒔
期
は
増
営

工
事
も
終
り
に
近
い
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
と
は
関
係
文
書
の
遺
存
状
態
か
ら
も

　
　
　
⑤

知
ら
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
は
な
ぜ
こ
の
計
帳
手
実
が
造
石
山
寺
所
で
紙
背
を

利
用
さ
れ
た
か
の
考
察
に
移
る
が
、
ま
ず
造
石
山
寺
所
で
利
用
さ
れ
た
文
書

に
は
さ
き
の
〔
甲
〕
公
文
案
帳
・
〔
乙
〕
食
物
用
帳
に
も
そ
の
一
端
が
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
別
し
て
造
石
由
居
所
に
お
い
て
で
き
た
反
故
文
書
と

奈
良
か
ら
造
石
山
要
所
に
持
っ
て
来
ら
れ
た
文
書
と
が
あ
る
。
後
者
の
う
ち

の
越
前
庄
園
関
係
文
書
に
つ
い
て
は
か
っ
て
野
墓
安
都
雄
足
と
の
関
係
を
想

定
し
て
み
た
が
、
奈
良
か
ら
持
参
さ
れ
た
文
書
に
は
そ
れ
以
外
に
も
諸
種
の

　
　
　
　
⑥

も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
い
ま
問
題
は
こ
の
計
帳
手
実
が
そ
の
ど
ち
ら
に
属
す

る
か
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
現
存
す
る
戸
籍
・
計
帳
は
そ
の
大
部
分
が
京

進
さ
れ
た
上
、
罠
部
省
か
ら
払
下
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら

れ
る
か
ら
、
こ
の
場
会
も
そ
れ
ら
と
同
様
な
コ
ー
ス
を
辿
っ
て
、
造
東
大
専

司
か
ら
さ
ら
に
造
石
山
寺
所
に
入
っ
た
と
も
一
慈
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
結

論
を
先
に
示
せ
ば
、
こ
の
計
帳
手
骨
に
限
っ
て
そ
う
で
は
な
か
ろ
う
。
以
下

理
由
を
列
挙
し
て
説
明
し
よ
う
。

　
ω
ま
ず
こ
の
計
帳
手
実
は
近
江
国
警
何
郡
古
市
郷
の
大
友
但
波
罫
族
吉
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

麻
臨
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
近
江
国
志
何
郡
古
市
郷
と
は
実
は
石

出
寺
の
所
在
地
な
の
で
あ
る
。
和
名
抄
に
よ
れ
ば
滋
賀
郡
に
は
古
市
・
真
野
・

大
友
・
錦
部
の
四
郷
が
あ
っ
た
が
、
古
市
郷
は
そ
の
最
南
を
占
め
、
現
在
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

大
津
市
膳
所
・
粟
津
・
石
山
の
一
帯
に
当
る
。
従
っ
て
も
し
こ
の
計
帳
三
囲

が
一
度
鋼
管
さ
れ
た
の
ち
、
転
々
と
し
て
再
び
も
と
の
古
市
郷
内
の
造
石
山

寺
所
に
入
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
極
め
て
偶
然
で
、
そ
の
よ
う
な
可

能
性
の
確
率
は
殆
ん
ど
な
い
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。

　
¢
⇒
こ
れ
ら
計
帳
手
実
は
前
述
の
ご
と
く
民
部
省
に
送
ら
れ
た
右
京
計
帳
手

実
に
比
し
て
記
載
内
容
が
整
っ
て
お
ら
ず
、
瞬
印
も
捺
さ
れ
て
い
な
い
。

　
〔
刷
計
帳
華
実
が
〔
甲
〕
公
文
案
帳
に
利
用
さ
れ
た
時
点
を
七
月
廿
五
日
ご
ろ
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と
推
定
し
た
が
、
第
二
表
に
よ
る
と
“
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
、
つ
ま
り
七
月
骨
一
口

i
廿
五
日
ご
ろ
に
公
文
忠
順
と
し
て
利
用
さ
れ
た
文
書
は
造
石
山
寺
情
話
転

牒
の
反
故
文
書
（
4
4
・
4
6
・
4
8
・
4
9
）
か
造
石
霞
勘
所
に
宛
て
ら
れ
た
文
月
ス
4
3
・

　
　
　
⑨

4
5
・
4
7
）
ば
か
り
で
、
そ
の
こ
ろ
奈
良
か
ら
持
参
さ
れ
た
文
書
は
造
石
画
寺

所
で
網
い
ら
れ
て
い
な
い
。
第
三
表
に
よ
る
と
計
帳
手
実
の
す
ぐ
前
に
奈
良

か
ら
持
参
さ
れ
た
越
前
闘
係
文
書
が
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
一
括
し

て
貼
り
継
が
れ
た
の
は
多
分
七
月
十
碍
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
ら
、
計
帳
手
突
の

利
胴
時
と
は
暫
ら
く
臼
を
隔
て
て
い
る
。
本
来
は
他
の
造
石
山
寺
所
関
係
の

諸
帳
に
よ
っ
て
、
七
月
廿
五
日
ご
ろ
貼
り
継
が
れ
た
と
思
わ
れ
る
文
書
を
見

付
け
重
し
、
そ
れ
と
の
関
係
を
探
索
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、
既
述
の
ご

と
く
石
由
寺
造
営
工
事
も
ぼ
ぽ
完
了
し
た
三
期
な
の
で
、
適
確
に
同
時
期
と

判
定
で
ぎ
る
文
書
が
存
在
せ
ず
、
遺
憾
な
が
ら
そ
の
方
法
で
は
十
分
に
傍
証

で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
計
帳
手
実
の
利
用
が

単
独
で
特
殊
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

8
　
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
こ
の
計
帳
手
実
は
奈
良
を
経
ず
、
直
接
造
石

山
寺
所
に
入
っ
た
も
の
で
、
七
月
甘
五
臼
ご
ろ
〔
甲
〕
　
〔
乙
〕
両
帳
の
記
入

に
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
。

　
①
例
え
ば
雑
物
用
帳
・
雑
材
井
二
皮
及
和
炭
納
帳
・
二
丁
料
銭
粥
帳
・
鉄
充
罫
作

　
　
上
帳
な
ど
。

　
②
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
早
く
拙
稿
「
越
前
国
玉
大
寺
領
庄
園
を
め
ぐ
る
政

　
　
治
的
動
向
扁
（
『
古
代
学
』
一
ノ
四
）
に
お
い
て
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
．

③
た
だ
し
こ
の
場
合
記
録
の
霞
次
と
実
際
に
露
か
れ
た
日
次
が
一
致
す
る
と
い
う

　
前
提
に
立
っ
て
い
る
。
従
っ
て
実
際
に
は
両
者
に
若
干
の
ず
れ
が
あ
る
場
含
が
あ

　
ろ
う
。
　
「
ご
ろ
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

・
④
　
　
福
山
敏
照
刀
　
門
血
欝
｛
畏
時
代
に
於
け
る
聡
駐
日
守
の
遣
営
扁
　
　
（
晶
鰐
掲
）
　
一
一
一
一
～
○
ぺ
…

　
ジ
。

⑥
〔
曙
〕
〔
乙
〕
雲
霧
お
よ
び
麹
の
諸
軍
に
お
い
て
も
、
八
月
以
後
は
寵
録
が
な

　
い
か
、
あ
っ
て
も
極
め
て
醐
単
と
な
る
も
の
が
多
い
。

⑥
　
吉
田
孝
氏
が
詳
し
く
分
類
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
吉
田
氏
論
文
参
照
。
な
お
吉
田

　
氏
は
こ
の
計
帳
手
鑑
は
別
類
と
し
て
掲
げ
て
お
ら
れ
る
。

押
⑦
厳
密
に
い
え
ば
、
士
心
何
郡
古
市
郷
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
天
平
言
偏
ヰ
手
套
だ

　
け
で
、
と
く
に
吉
備
麻
愚
が
移
動
し
た
龍
後
の
戸
に
つ
い
て
は
古
市
郷
に
あ
っ
た

　
と
い
う
確
証
は
な
い
。

⑧
天
置
鼓
に
は
粟
津
市
が
み
え
、
ま
た
造
石
由
寺
灰
近
く
に
布
の
あ
っ
た
こ
と
は

　
『
大
日
本
古
文
書
』
五
ノ
三
三
三
、
十
五
ノ
ニ
一
九
に
み
え
る
。
国
分
寺
は
古
市

　
郷
（
現
在
の
國
分
）
、
岡
引
は
三
田
塀
の
栗
太
郡
輔
勢
多
郷
（
灘
田
町
）
に
あ
っ
た
。

⑨
醗
刀
宇
治
麻
畠
と
麻
柄
全
麻
呂
の
文
書
も
そ
の
内
容
か
ら
推
し
て
造
石
幽
寺
所

　
に
あ
っ
た
雄
蕊
に
充
て
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
心
が
充
て
ら
れ
た
吉
威
は

　
雄
足
の
側
近
と
吉
田
孝
氏
は
推
定
し
て
お
ら
れ
る
（
吉
田
氏
前
掲
論
文
参
照
）
o

五

　
次
に
は
こ
れ
ら
の
計
帳
手
実
が
ど
う
し
て
造
石
山
寺
勝
に
入
り
、
ま
た
い

か
な
る
目
的
に
用
い
ら
れ
た
も
の
か
を
さ
ら
に
推
考
し
て
み
た
い
が
、
断
案

と
称
す
べ
き
も
の
は
な
お
得
難
い
の
で
、
二
、
三
の
試
案
を
掲
げ
て
み
る
こ

と
と
す
る
。
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倶波吉傭麻鼠の譜帳手実をめぐって（羅）

　
〔
こ
ま
ず
こ
れ
ら
計
帳
手
実
の
紙
背
利
用
暁
期
が
七
月
末
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
計
帳
手
愈
愈
畠
と
の
面
謝
が
想
起
さ
れ
る
。
吉
田
輩
氏
も
「
こ
の
年

の
六
－
七
月
の
計
帳
手
実
の
提
出
と
関
連
し
て
造
石
山
寺
所
に
も
た
ら
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
も
の
ら
し
い
。
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
戸
令
の
規
定
で
は
、
計
帳

は
六
月
滑
日
添
文
に
京
瀦
窟
司
が
手
実
を
集
め
て
、
八
月
差
日
露
箭
に
太
政

宮
に
申
送
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
手
実
の
提
出
は
七
月
十

暑
ぎ
ま
で
及
ん
だ
ら
し
胸
従
・
て
こ
霧
合
も
華
六
年
の
計
帳
婁

提
出
に
際
し
て
往
年
の
無
実
を
参
照
し
、
そ
れ
が
不
要
に
な
っ
た
の
で
破
棄

さ
れ
て
の
ち
、
七
月
末
に
造
石
由
過
所
で
紙
背
が
利
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
想
定
は
ま
ず
容
易
に
考
え
及
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
と
に
輩
虹
鱒

寺
所
の
仏
工
と
し
て
彩
色
な
ど
に
も
従
事
し
た
己
翻
意
成
が
同
じ
宝
字
六
年

七
月
九
臼
に
向
う
三
同
仁
の
休
暇
を
計
帳
提
患
の
た
め
申
請
し
、
そ
の
請
暇

解
が
こ
の
計
帳
手
実
に
つ
い
で
や
は
り
〔
甲
〕
公
文
案
帳
に
面
罵
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
示
竣
的
な
よ
う
で
あ
る
。

　
〔
二
〕
し
か
し
第
一
案
で
は
宝
字
六
年
に
お
け
る
計
帳
虚
実
提
出
に
ど
う
し

て
こ
十
年
以
上
も
年
次
の
隔
っ
た
神
亀
元
－
天
平
十
四
年
の
季
寄
が
必
要
で

あ
っ
た
か
は
ち
，
仏
つ
と
説
明
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
一
連
の
計
帳
手

実
が
大
友
但
波
史
族
吉
縮
麻
騒
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
繰
り
返

し
述
べ
て
き
た
が
、
手
実
の
記
載
に
よ
る
と
彼
は
神
亀
元
年
に
は
儲
人
と
註

寵
さ
れ
、
つ
い
で
翌
二
年
か
ら
天
平
六
年
ま
で
は
健
児
と
あ
り
、
天
平
十
四

年
に
は
そ
れ
が
消
え
て
い
る
。

　
こ
の
神
亀
二
年
の
健
児
は
史
料
的
に
は
健
児
制
の
初
見
で
あ
る
が
、
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
天
平
五
年
十
一
月
十
四
日
の
勅
符
に
よ
り
兵
士
三
百
人
が
健
児
と
さ
れ
、

ま
た
続
田
本
紀
に
よ
る
と
、
天
平
六
年
四
月
に
は
諸
道
の
健
児
・
儲
士
・
選
士

の
田
租
と
蝋
管
の
半
分
を
免
除
し
た
こ
と
が
み
え
、
さ
ら
に
天
平
十
年
五
月

に
至
る
と
東
海
・
東
山
・
山
陰
・
山
陽
・
西
海
道
諸
国
の
健
児
を
惇
止
し
た

こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
健
児
の
増
置
が
天
平
四
年
八
月
の
節
度
使
任
命
、

そ
の
停
止
が
天
平
九
年
九
月
の
経
国
防
人
、
同
十
一
年
五
月
の
諸
国
兵
土
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

そ
れ
ぞ
れ
の
溢
血
に
糊
応
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
か
っ
て
論
じ
た
が
、
こ

れ
ら
計
帳
行
実
は
正
に
そ
の
蒔
期
に
適
合
す
る
も
の
で
、
吉
備
麻
呂
が
天
平

六
年
ま
で
健
児
と
さ
れ
な
が
ら
、
間
十
四
年
に
は
み
え
な
い
の
は
、
隅
十
年

に
お
け
る
健
児
停
止
の
実
施
を
傍
証
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
点
で
こ
の
計
帳
手
底
と
健
児
と
の
関
係
が
次
に
往
穏
さ
れ
る
が
、
実

は
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
宝
宇
六
年
の
二
月
に
至
っ
て
再
び
そ
の
健
児
が
復

活
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
続
紀
天
平
宝
字
六
年
二
月
辛
酉
（
十

二
霞
）
条
に
よ
る
と
、
伊
勢
・
近
江
・
蘂
濃
・
越
前
四
国
の
郡
司
子
弟
お
よ

び
百
姓
で
二
十
歳
か
ら
四
十
歳
ま
で
の
弓
馬
を
練
習
し
た
春
を
簡
ん
で
健
児

と
し
、
死
閥
あ
る
い
は
老
病
者
が
あ
る
と
き
は
交
替
さ
せ
、
天
平
六
年
四
月

廿
一
醗
の
勅
に
准
じ
て
そ
の
田
租
と
雑
鰭
の
半
分
を
免
じ
、
健
児
の
歴
名
等

第
は
毎
年
覇
集
使
に
鮒
け
て
武
都
省
（
兵
部
囎
）
に
送
ら
せ
る
こ
と
が
訂
せ
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ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
れ
に
よ
る
と
近
江
瞬
か
ら
も
健
児
が
簡
点
さ
れ
た

わ
け
で
、
吉
備
麻
吊
慮
身
は
す
で
に
七
十
二
歳
の
高
齢
で
右
の
条
件
に
は
適

合
し
な
い
が
、
何
か
か
つ
て
健
児
で
あ
っ
た
者
の
身
元
な
ど
を
参
考
に
調
査

す
る
必
要
が
あ
っ
て
、
吉
備
麻
呂
が
健
児
で
あ
っ
た
前
後
の
彼
の
計
帳
手
占

が
引
き
田
ざ
れ
、
そ
れ
が
不
要
と
な
っ
て
の
ち
造
石
幽
諸
所
で
反
故
文
書
と

し
て
利
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
〔
三
〕
以
上
第
一
案
は
計
帳
手
実
働
娼
、
第
二
案
は
健
児
と
い
う
点
に
と
く

に
着
篭
し
た
臆
測
で
あ
る
が
、
両
方
と
も
ま
だ
手
実
の
中
心
人
物
大
友
但
波

史
族
吉
備
麻
吊
と
造
石
山
専
所
と
の
関
係
が
閣
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

友
乱
波
史
族
は
複
姓
で
あ
っ
て
、
大
友
史
と
黒
蓋
史
の
ど
ち
ら
が
本
姓
か
が

ま
ず
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
略
称
と
み
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
岡
じ
天
平
十

四
年
手
蔓
に
寄
口
但
波
史
族
望
奨
の
み
え
る
と
こ
ろ
が
ら
す
る
と
、
但
波
史

が
本
姓
で
、
大
友
は
そ
れ
を
限
定
す
る
地
名
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
丹
波

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

史
は
新
撰
姓
氏
録
に
よ
る
と
後
漢
霊
帝
の
子
孫
と
称
す
る
帰
化
族
で
あ
る
。

ま
た
こ
こ
で
は
地
名
と
み
ら
れ
る
「
大
友
」
は
恐
ら
く
滋
賀
郡
内
の
大
友
郷
、

つ
ま
り
現
在
の
大
津
市
坂
本
か
ら
滋
賀
里
附
近
一
帯
の
地
域
を
さ
す
の
で
あ

　
⑦

ろ
う
。
そ
の
地
と
古
市
郷
と
は
問
に
錦
部
郷
（
上
灘
市
錦
織
）
を
狭
ん
で
近
接

す
る
。
督
波
を
本
拠
と
し
た
丹
波
史
の
一
族
が
比
良
山
系
を
越
え
て
湖
西
に

出
で
、
南
下
し
て
大
友
郷
に
蕃
幽
し
た
が
、
そ
の
う
ち
告
備
麻
呂
ら
は
岡
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

近
郷
の
古
市
郷
に
移
住
し
た
と
解
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
吉
備
麻
呂
の
長
々
し
い
氏
姓
を
略
す
惹
と
レ
彼
は
但
流
（
丹
波
い

吉
備
養
性
と
な
る
が
、
実
は
そ
れ
と
同
じ
茂
名
の
も
の
が
造
石
山
寺
所
の
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

用
心
に
み
え
る
の
で
あ
る
。

鞄
銭
舞
文
薦
解
支
所
L

　
　
右
蓮
田
上
田
直
料
、
附
丹
波
吉
備
麻
呂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
典
安
野
宿
祢
　
　
領
上
馬
養

こ
の
認
載
は
宝
字
六
年
九
月
五
臼
に
関
す
る
も
の
で
、
す
で
に
石
山
寺
の
増

築
も
終
り
、
主
材
を
檸
に
組
ん
で
の
廻
漕
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
と
き

石
氏
寺
造
営
の
た
め
の
自
作
断
の
あ
っ
た
田
上
山
（
石
出
寺
東
齋
・
栗
太
郡
珊

上
村
に
あ
る
）
付
近
の
田
地
を
買
う
直
の
料
と
し
て
、
銭
五
十
文
が
丹
波
重
罪

麻
温
に
下
附
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
五
十
文
は
そ
の
ほ
ん
の
一
部
で
、
田
上
田

買
得
の
た
め
に
茎
部
で
二
貫
文
が
支
払
わ
れ
た
ら
し
い
侮
こ
の
田
に
つ

い
て
吉
田
孝
氏
は
、
こ
れ
は
安
都
雄
足
の
私
田
で
、
こ
の
五
十
文
は
造
石
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

寺
所
が
立
替
え
た
も
の
と
し
て
お
ら
れ
る
。
　
「
可
報
自
主
典
所
」
と
い
う
追

記
は
そ
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
丹
波
古
備
麻
単
な
る
氏
名
は
こ
こ
一
箇
所
に
み

え
る
だ
け
の
た
め
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
こ
の
丹
波
古
蝋
画

磁
が
造
石
霞
寺
所
と
関
係
を
有
す
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、

こ
の
丹
波
吉
備
麻
呂
こ
そ
は
他
な
ら
ぬ
問
題
と
す
る
計
帳
手
実
の
主
人
公
大

友
倶
波
史
族
吉
備
麻
呂
そ
の
人
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
丹
波
吉
備
麻
呂
の
名
は
前
述
の
よ
う
に
こ
の
一
史
料
に
し
か
み
え
な
い
が
、
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但波吉備麻呂の計帳手実をめぐって（岸）

岡
族
と
推
定
さ
れ
る
者
は
石
由
寺
の
造
嘗
や
造
東
大
寺
司
で
も
活
躍
し
て
い

る
。
ま
ず
宝
字
六
年
八
月
、
高
島
山
雲
所
か
ら
奈
良
に
送
る
雑
材
千
三
百
余

物
の
宇
治
橋
ま
で
の
遭
運
を
鼠
佐
真
月
・
土
師
石
國
・
民
錐
万
呂
と
と
も
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

講
負
っ
た
檸
騨
に
倶
波
清
成
な
る
者
が
い
る
の
ま
た
造
東
大
寺
司
木
工
所
の

雑
致
に
参
与
し
て
い
た
丹
波
広
成
も
恐
ら
く
そ
の
一
族
で
あ
ろ
新
芋
は
石

の
寺
の
造
営
開
始
に
当
り
励
当
安
里
無
足
か
ら
造
石
山
号
房
に
来
る
こ
と
を

要
請
さ
れ
た
人
物
で
、
吉
田
孝
幾
は
か
か
る
雄
足
・
聖
心
の
深
い
関
係
は
法

華
寺
阿
弥
陀
浄
土
院
金
堂
の
造
営
の
と
き
か
ら
生
れ
、
そ
の
関
係
文
書
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

み
え
る
「
丹
波
宅
」
も
丹
波
広
成
の
宅
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
お
ら
れ
る
。

ほ
か
に
宝
字
二
年
三
月
大
仏
殿
癩
須
画
板
の
彩
色
に
従
事
し
た
造
東
大
奪
司

の
爾
師
丹
波
船
人
、
勝
宝
年
間
写
経
噺
の
経
師
と
し
て
し
ば
し
ば
名
の
現
わ

琵

近
　
江

栗太郡、
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れ
る
得
古
史
宿
奈
麻
呂
、
近
江
国
無
智
瓢
か
ら
宝
字
熟
年
四
月
と
十
月
に
宝

字
四
年
の
東
大
毒
封
戸
租
米
の
進
上
に
当
っ
た
丹
波
常
人
（
多
比
止
）
な
ど

　
　
⑮

が
い
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
丹
波
吉
備
麻
呂
は
い
よ
い
よ
計
帳
手
実
の
但
波
薄
野
麻

呂
と
同
一
人
で
あ
る
可
能
性
が
強
く
な
り
、
ま
た
造
石
山
寺
所
と
の
関
係
も

葭
然
に
理
解
さ
れ
て
く
る
。
ま
た
吉
備
，
麻
睡
の
兄
広
麻
呂
は
神
亀
初
年
に
藤

原
卿
の
職
分
資
人
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
藤
原
卿
は
当
時
中
納
雷
で
あ
っ
た
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

原
武
智
麻
呂
で
あ
ろ
う
。
彼
は
和
銅
五
年
か
ら
霊
亀
二
年
ま
で
近
江
守
と
し

て
大
い
に
治
績
を
あ
げ
た
が
、
近
江
国
府
近
く
に
住
む
広
麻
吊
が
資
人
と
な

っ
た
の
も
そ
の
蒔
か
ら
の
関
係
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
当
然
そ
の
関
係
は

父
に
つ
い
で
近
江
守
と
な
り
、
終
生
近
江
国
守
を
兼
任
し
た
藤
原
仲
麻
呂
の

時
代
に
も
継
承
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
丹
波
史
一
族
が
多
く
東
大
寺
や

石
山
寿
の
造
営
に
参
加
し
た
の
も
当
然
と
い
え
よ
う
。

9
　
こ
う
し
て
と
も
か
く
表
文
書
の
計
帳
手
実
の
中
心
人
物
大
友
倶
読
史
吉

備
麻
呂
と
裏
文
書
の
造
石
山
寺
所
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
、
な
ぜ
吉

備
麻
呂
の
手
実
が
造
石
山
寺
所
に
入
っ
た
か
の
疑
問
を
解
く
糸
口
も
発
揮
せ

た
よ
う
に
思
う
。
兄
が
藤
原
武
智
麻
呂
の
資
人
と
し
て
在
京
し
、
自
ら
も
健
児

で
あ
っ
た
経
歴
を
も
つ
吉
備
麻
鼠
は
、
古
市
郷
に
お
い
て
は
在
地
の
か
な
り

な
有
力
考
で
あ
っ
た
と
思
う
。
造
東
大
寺
司
の
主
典
で
あ
り
、
石
山
寺
造
営

の
別
嚢
に
任
じ
た
安
都
雄
足
の
田
上
の
私
圏
買
得
に
吉
備
麻
呂
が
一
役
買
っ
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た
と
い
う
の
も
彼
が
そ
の
よ
う
な
地
位
に
あ
っ
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。
従

っ
て
そ
の
時
以
前
に
す
で
に
造
石
下
等
漸
と
何
ら
か
の
関
係
を
生
じ
て
い
た

と
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
。
さ
す
れ
ば
〔
一
〕
吉
備
麻

鳳
の
宝
字
六
年
六
・
七
月
に
お
け
る
計
帳
手
得
提
出
に
関
係
し
て
、
あ
る
い

は
〔
二
〕
宝
字
六
年
二
月
に
復
活
さ
れ
た
健
児
の
簡
点
に
関
連
し
て
、
現
存

す
る
計
帳
手
機
九
通
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
れ
が
不
要
と
な
っ
た
後
、
吉
備
麻

愚
が
造
蕨
山
型
所
と
麗
係
を
も
っ
て
い
た
た
め
、
何
か
の
事
情
で
造
石
由
寿

駈
に
入
り
、
や
が
て
七
月
末
に
反
故
文
書
と
し
て
そ
の
紙
背
を
利
絹
さ
れ
た

と
考
え
る
こ
と
は
い
ち
お
う
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
〔
四
〕
し
か
し
最
後
に
い
ま
一
つ
参
考
史
料
を
掲
げ
て
別
の
鯉
…
釈
を
臆
説
と

し
て
記
し
て
み
よ
う
。
と
い
う
の
は
第
一
案
・
第
二
漿
と
も
に
計
帳
手
実
が

雷
備
麻
呂
と
の
関
係
に
お
い
て
造
石
自
留
所
に
入
っ
た
事
惰
に
つ
い
て
い
ま

一
つ
明
快
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
史
料
と
は
や
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

り
造
石
山
寺
所
に
関
す
る
米
評
価
銭
費
帳
の
冒
頭
の
つ
ぎ
の
記
載
で
あ
る
。

　
八
月
十
田
下
銭
壷
貫
属
個
文
　
悟
了
辮
儂
隠
避
溺
善
六
＋
文

　
　
雲
脂
十
月
内
、
岡
田
村
夫
王
廣
嶋
井
妻
丹
比
須
且
刀
自
、
充
実
米
償
下

　
　
給
如
件
　
差
手
近
心
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
典
安
都
宿
祢
愚
亭
叢

こ
の
米
売
価
銭
朋
帳
は
宝
字
六
年
八
月
十
型
か
ら
十
二
月
廿
日
ま
で
の
写
経

所
の
食
糾
の
用
銭
を
記
し
た
も
の
で
、
漁
は
八
月
十
臼
に
米
五
魁
の
価
一
貫

六
百
文
を
醐
田
村
の
夫
王
広
嶋
と
姿
丹
比
須
且
刀
自
に
先
払
い
し
、
現
物
は

十
月
以
内
に
納
入
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
王
広
嶋
は
醗

田
村
（
恭
二
宮
に
近
い
山
背
蟹
邑
楽
郡
の
岡
瞬
か
）
の
鋳
物
師
で
あ
っ
た
が
、
実

際
は
こ
の
米
は
約
束
の
期
限
に
は
納
入
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
閨
十
二
月

一
嘗
造
石
山
寺
研
か
ら
督
促
の
使
と
し
て
餌
豊
根
万
呂
・
丸
子
足
人
の
二
人

が
派
遣
さ
れ
、
そ
の
報
告
書
で
あ
る
同
月
七
田
付
の
岡
田
入
米
検
使
鯉
も
遺

　
　
　
　
⑯

存
し
て
い
る
。
ど
う
し
た
訳
が
造
壽
所
側
は
そ
の
米
を
十
石
と
勘
違
い
し
て

い
た
が
、
王
広
瞬
の
も
と
に
は
五
石
し
か
用
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後

翌
年
二
月
に
な
っ
て
岡
じ
く
王
広
嶋
の
と
こ
ろ
が
ら
信
楽
殿
壌
留
所
（
藤
原

誇
前
の
信
楽
の
邸
宅
を
石
山
に
運
ぶ
こ
と
を
司
っ
た
）
に
運
ぶ
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た

黒
米
五
石
が
、
結
局
こ
の
蒔
の
五
石
で
あ
っ
た
ら
し
い
か
ら
、
な
か
な
か
複

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

雑
な
経
過
を
の
ち
に
辿
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
注
意
す
べ
き
は
、
さ
き
の
広
鳩
へ
の
銭
の
下
付
の
記
察
に
「
在

手
実
国
文
」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
「
写
実
偏
と
い
う
用
例
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

必
ず
し
も
計
帳
手
工
に
限
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
「
場
合
も
な
に
か
銭
の
受
渡
し

に
関
す
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
試
み
に
計
帳
手
実
の
言
文
と
考
え
て
み

て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
莇
述
の
よ
う
に
こ
れ
は
追
っ
て
納
入
す
べ
き
米
の

前
払
い
で
あ
っ
て
、
相
手
に
乱
用
が
な
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
蒋
同
時
に

大
豆
・
小
豆
と
同
じ
く
米
の
買
入
れ
の
た
め
銭
の
先
払
い
を
受
け
た
も
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

橘
守
金
轡
と
猪
名
部
枚
虫
が
い
る
が
、
金
弓
は
愚
妻
寅
作
所
領
、
黒
虫
は
勢
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但波吉備麻呂の計帳手爽をめぐって（岸）

多
庄
領
と
い
ず
れ
も
造
東
大
寺
司
の
下
級
官
人
で
あ
る
。
し
か
し
王
広
嶋
は

鋳
物
師
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
が
史
料
上
の
初
見
で
、
そ
れ
ま
で
関
係
が
あ
っ

た
よ
う
で
な
い
。
そ
こ
で
一
貫
穴
百
文
と
い
う
金
の
先
払
い
に
当
っ
て
、
そ

の
身
元
を
確
認
し
て
お
く
た
め
に
計
帳
手
実
の
提
出
を
要
求
し
た
の
で
な
か

ろ
う
か
。
夫
婦
そ
ろ
っ
て
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
て
、

つ
ま
り
簡
単
な
勘
籍
を
行
な
っ
た
と
推
考
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
「
一
実
継
文
扁
を
そ
の
よ
う
に
考
え
、
そ
こ
に
勘
籍
を
想
定
す
る
と
、

容
易
に
さ
き
の
吉
備
麻
呂
の
計
帳
手
実
が
連
想
さ
れ
て
く
る
。
吉
備
麻
呂
も

既
述
の
よ
う
に
田
上
田
買
得
の
代
金
を
下
附
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
在

地
の
有
力
者
と
し
て
彼
が
造
石
山
寺
断
と
何
ら
か
の
関
係
を
結
ぶ
に
当
っ
て
、

そ
の
身
元
を
確
か
め
る
た
め
計
帳
手
実
の
提
出
を
造
石
山
寺
所
か
ら
求
め
ら

れ
、
そ
れ
が
用
済
み
後
宝
字
六
年
七
月
末
に
至
っ
て
反
故
文
書
と
し
て
紙
背

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
利
聚
さ
れ
た
と
臆
測
す
る
の
で
あ
る
。

　
①
吉
田
孝
「
雑
令
晴
代
の
交
易
」
（
前
掲
）
補
註
3
。

　
②
例
え
ば
天
平
五
年
右
京
計
帳
手
実
の
日
付
は
、
六
月
九
臼
、
七
月
四
・
八
・
十
・

　
　
十
一
・
十
一
　
臼
と
な
っ
て
お
り
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
計
帳
提
出
の
た
め
暇
日
を

　
　
請
う
た
己
智
帯
成
解
は
七
月
九
瞬
か
ら
三
日
間
と
な
っ
て
い
る
。

　
③
類
聚
三
代
格
巻
八
所
収
大
同
五
年
五
月
十
一
藩
官
符
。

　
④
　
拙
稿
「
郷
里
制
廃
止
の
前
後
」
　
（
『
臼
本
歴
史
』
一
〇
六
）
。

　
⑤
大
友
史
に
関
し
て
は
、
予
定
か
ら
放
賎
従
良
さ
れ
た
大
友
華
分
太
（
続
紀
）
、
後

　
　
漢
の
黄
蕎
と
称
し
宝
宇
二
年
桑
原
｛
鼠
へ
の
改
氏
姓
を
脳
赤
い
出
た
山
人
友
山
人
・
山
八
劇
論

　
　
原
史
（
続
紀
）
な
ど
が
み
え
る
が
、
カ
バ
ネ
の
知
ら
れ
る
他
の
大
部
分
の
史
料
は
大

　
友
田
佐
・
大
友
村
主
で
、
近
江
に
関
し
て
は
大
友
臼
佐
椋
麻
鑑
（
志
太
郡
木
下
郷
Y

　
大
友
村
主
宿
二
三
売
（
志
賀
郡
古
市
郷
）
、
大
友
臼
佐
鐙
麻
呂
・
麻
須
良
（
志
賀
郡

　
錦
部
郷
）
・
大
友
罠
佐
千
嶋
・
広
圏
（
蒲
生
郡
桐
原
郷
）
・
大
友
村
主
人
主
（
近
江

　
園
）
な
ど
が
み
え
る
（
π
竹
内
∵
山
田
・
平
野
編
『
日
本
士
H
代
人
名
辞
典
隠
第
二
巻

　
に
よ
る
）
。

⑥
新
撰
姓
氏
録
右
京
諸
蕃
上
に
「
後
漢
霊
帝
八
世
孫
孝
日
王
之
後
也
」
と
あ
る
。

⑦
こ
の
地
は
近
江
大
津
営
の
断
在
地
に
推
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
大
友
皇
子
の
「
大

　
友
」
も
多
分
こ
の
地
名
に
因
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑧
大
友
郷
よ
り
北
の
湖
西
に
は
ワ
ユ
氏
が
蕃
息
し
た
が
、
そ
の
三
族
が
丹
波
に
み

　
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ワ
ニ
氏
に
関
す
る
墓
礎
酌
考
察
」
（
『
雄
令
圏
家
の

　
蕉
礎
構
造
隔
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑨
呪
大
日
本
古
文
書
』
十
五
ノ
四
四
五
。

⑩
　
『
大
日
本
古
文
露
』
匠
ノ
ニ
八
五
。
天
平
宝
字
穴
年
十
一
月
一
日
付
の
米
銭
請

　
用
注
文
に
「
二
貫
田
上
田
買
玉
」
と
み
え
、
そ
の
二
貫
は
門
二
貫
霞
奈
良
来
別
当
」

　
に
当
る
。

⑪
　
吉
田
輩
・
「
律
令
時
代
の
交
易
」
　
（
前
掲
）
一
二
流
六
ペ
ー
ジ
。

⑫
　
　
『
大
田
本
古
文
書
隔
五
ノ
ニ
六
一
・
二
六
二
。

⑬
　
　
『
大
日
本
古
文
書
』
四
ノ
五
二
五
。

⑭
　
血
口
田
孝
「
律
令
時
代
の
交
易
」
（
前
掲
）
益
五
六
ぺ
！
ジ
以
下
。

⑮
　
竹
内
・
山
田
・
平
野
編
『
日
本
宵
代
人
名
辞
典
馳
第
獺
至
尊
照
。

⑯
　
中
納
言
に
は
慶
雲
二
年
四
月
の
復
読
に
際
し
て
姦
人
三
十
入
が
与
え
ら
れ
る
こ

　
と
に
定
め
ら
れ
た
（
続
紀
）
。
神
亀
初
年
当
鉦
藤
原
氏
で
職
分
資
財
を
有
す
る
も
の

　
は
武
智
麻
呂
以
外
に
な
い
。

⑰
『
大
臼
本
古
文
書
輪
五
ノ
ニ
六
六
。

⑱
　
　
『
大
日
本
古
文
書
』
志
i
六
ノ
一
一
〇
、
お
よ
び
十
｛
ハ
ノ
一
一
二
六
。

⑲
　
　
『
轟
八
二
ホ
☆
黒
又
島
隠
五
ノ
一
二
八
六
・
四
〇
～
、
十
六
ノ
一
一
九
。
な
お
士
口
田
藤
㌍

　
「
律
令
・
縛
代
の
｛
勲
業
」
（
前
掲
）
一
二
五
二
ペ
ー
ジ
参
照
。
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⑳
　
例
え
ば
続
珊
三
四
に
収
め
ら
れ
た
様
工
檎
皮
葺
功
食
を
請
求
し
た
文
鞍
を
集
め

　
た
も
の
に
は
「
二
様
手
実
」
と
い
う
題
籔
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
。

⑳
　
　
『
轟
人
臼
ホ
古
文
澱
悔
』
五
ノ
ニ
六
七
。

＠
　
も
し
試
み
に
勘
籍
を
宝
字
六
年
に
行
な
う
と
す
れ
ば
、
宝
字
二
年
籍
か
ら
五
比

　
を
遡
っ
て
天
平
五
年
籍
以
後
と
な
る
が
、
こ
の
場
合
は
正
式
な
異
事
で
な
く
、
手

　
実
も
整
わ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
神
亀
初
年
に
遡
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

点tN

　
以
上
男
波
吉
備
麻
鼠
の
計
帳
手
実
が
ど
う
い
う
目
的
で
用
い
ら
れ
、
ま
た

そ
れ
が
ど
う
し
て
造
石
山
寺
所
に
も
た
ら
さ
れ
て
紙
背
を
利
用
さ
れ
る
に
至

っ
た
か
に
つ
い
て
、
三
つ
の
試
案
を
提
出
し
て
み
た
。
い
ず
れ
も
臆
説
で
あ

っ
て
、
そ
の
い
ず
れ
が
正
鵠
を
射
て
い
る
か
は
判
ら
な
い
。
私
は
ど
の
案
も

固
執
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
真
相
は
こ
れ
以
外
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
い

ず
れ
に
し
て
も
歴
史
的
事
実
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
し
か
あ
り
え
な
い
で
あ

ろ
う
か
ら
、
冶
の
三
巴
は
逆
に
い
え
ば
実
証
の
限
界
性
と
推
論
の
危
険
盤
を

露
呈
し
た
も
の
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
こ
こ
で
計
帳
手
実
そ
の
も
の
に
関
し
て
な
お
霊
湯
な
問
題
が
一
つ

残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
三
案
の
い
ず
れ
に
も
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
連
年
の
手
実
が
吉
備
麻
呂
の
手
許
に
保
存
さ
れ
て
い
た
も
の
な
の

か
、
そ
れ
と
も
提
出
後
国
衙
に
保
存
さ
れ
て
い
た
も
の
な
の
か
と
い
う
聞
事

で
あ
る
。
単
に
計
帳
手
実
提
出
の
参
考
に
し
た
と
い
う
の
な
ら
、
古
備
麻
呂

の
手
許
に
あ
っ
た
可
能
が
多
い
し
、
建
児
簡
点
の
た
め
と
も
な
れ
ば
、
そ
れ

は
逆
に
国
衙
の
確
率
が
多
い
。
第
三
案
で
は
い
ず
れ
の
場
合
も
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
ヶ
。
し
か
し
私
は
先
に
指
摘
し
て
お
い
よ
う
に
、
天
平
元
年
手
実
の

端
裏
に
「
志
何
郡
手
実
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
れ
が

吉
備
麻
呂
の
乎
許
に
あ
っ
た
可
能
性
は
少
な
い
と
思
う
。
と
す
れ
ば
そ
れ
は

国
衙
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
は
提
臨
さ
れ
た
華
実
と
す
る
と
、

前
述
の
よ
う
な
右
京
計
帳
手
実
と
の
相
異
が
ま
た
疑
聞
と
な
っ
て
く
る
。
こ

れ
ら
の
問
題
は
計
帳
の
欄
度
そ
の
も
の
の
検
討
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
追
記
）
本
稿
に
関
し
て
は
総
A
隠
耕
究
「
田
麿
羅
筒
籍
計
帳
の
藷
礎
的
研
究
」
、
お
よ

　
び
各
網
研
究
「
表
裏
関
係
よ
り
す
る
正
倉
院
文
質
の
研
究
」
と
題
し
て
文
部
雀
科

学
研
究
費
の
補
助
を
受
け
た
。
こ
れ
は
右
に
対
す
る
中
間
報
告
の
一
鶴
で
あ
る
。

　
研
究
の
遂
行
に
鑑
っ
て
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
に
厚
く
謝
…
意
を
表
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
助
教
授
）
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of　the　so－qalled　“　exiies　”，．　hitherto　understood　vaguely　as　the　politlcal

refugees，　and　then　of　the　aspects　of　their　movements　in　connection

with　the　social　as　well　as　the　political　conditiohs　of　Greece　and

Macedonia．　ln　so　doing，　I　hope　some　lights　may　be　throwi｝　on　the

slgnificance　of　the　“exile　decree”　and　what　sort　of　effect　Alexander

aimed　at　by　tkis　measure．

Of　Tani．ba－no－kibimaro’s　但波吉傭｝醗末呂

　　　　　．，～ぐeich∂一siz・ヴ露s3f　言十1継ミ手響ミ

　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　Toshio　Kishi

　This　article　is　a　restorative　consideration　about　ehe　nine　imcomplete

letters　of　Keicho－s1～吻髭躍言．！’詰手実in　relatiQn　to　Kibimaro吉備麻呂of

Otomo－tamba大友但波clan，　called‘Tcunba－7zo－leibimaro’for　short，　having

been　transmitted　in　the　documents　of　Sho“s6in．　These　nine　lncomplete

letters　were　the　valtiable　source　showing　the　change　of　a　certain

familyconstrtiction　for　about　twenty　years　from　724　to　742．；　thQugh

it　has　not　been　explained　hereto’fore　what　these　letters　are，　what

they　were，　why　they　have　been　transmitted　as　documents　in　Sh6s6in

and　what　Tamba－no－kibimaro　is　as　a　central　person　of　the　letters．

　　Then，　this　article　presents　a　proposal　to　these　questions　and・is　to

contribute　to　the　progress　o’f　future　st’．udy　with　the　introductioiit　of　a

partial　result　of　examination　on　the　original　source．

（956）


